
特集1/原発労災

29歳で骨髄性白血病による死亡
原発下請労働者の遺族が労災申請

海渡雄一
曲橋原発労災并通団

—人の原発下請労働者が29歳の若さで骨髄性白 

血病で死亡した。息子を白血病で失った両親の悲 

しみと怒りが厚いベールに包まれていた原発労働 

の実態を明らかにしつつある。「私たちの息子はな 

ぜ死ななければならなかったのか。真実を明らか 

にしてほしいのです。」

これまで、原発で働いた労働者にガンや白血病 

が多発しているという噂は絶えることがなかっ 

た。近代的でクリーンな原発中央制御室のコンピ 

ューターの背後に、原発の下請作業員の汚染除去 

作業というダーティーな部分があり、大量の被曝 

が発生している事実は常に指摘されてきた。しか 

し、実際の労災の有無は確かめようがなく、電力 

会社は日本の原発で被曝が原因で死亡したものは 

いないと主張し続けてきた。

1993年5月6日、嶋橋伸之さんの父嶋橋正秀さん 

と母嶋撟美智子さんは、息子の死因である白血病 

は原発労働の放射線被爆が原因であるとして静岡 

県磐田労働基準監督署に労災認定を申請した。伸 

之さんは1981年3月から1989年12月まで8年10か月 

にわたって中部電力浜岡原子力発電所の保守•定 

期検査作業を請け負っている中部ブラントサービ 

スの孫請け会社協立ブラントコンストラクトの従 

業員として、中部電力株式会社浜岡原子力発電所 

の1号機、2号機、3号機の計測装置などの定期検査 

作業などに従事してきた。この作業は、原子炉下 

部の狭い空間に入り、炉心計測装置の取外しと装 

荷を行う作業が中心であった。

伸之さんの放射線管理手帳によれば、右の作業 

の結果、50.63ミリシーベルト被曝をしたとされて 

いる。この被曝はほとんどが定期検査時のもので 
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あり、これを各年ごとにみると次のとおりである。 

昭和55年度(56年3月のみ)

50ミリレム(0X)
56年度 230ミリレム(3X)
57年度 445ミリレム(2X)
58年度 218ミリレム(5X)
59年度 550ミリレム(4X)
60年度 610ミリレム(3X)
61年度 680ミリレム(6X)
62年度 980ミリレム(3X)
63年度 860ミリレム(IX)

平成元年度(平成元年12月まで、ただし11月、12 
月に放射線作業に従事しているか 

どうかは不明)

4.7ミリシーベルト(3X) 
平成2年度 従事せず

以上、放射線作業に従事した期間は約8年8か月

ないし10か月である。

なお、本件においては以上の被曝だけで労災の 

認定基準を十分上回っているので、この被曝量を 

前提に本件の申請を行ったが、放射線管理手帳の 

データの信用性にも疑問があることが指摘されて 

いる。すなわち、現在の放射線測定技術ではから 

だの一定の部位の外部被曝しか測定できず、他の 

部位の外部被曝、体内被曝については正確なデー 

夕の把握は困難である。また、髙温多湿の作業環 

境の下で放射線測定器を外して作業をするような 

例が多いことも指摘されている。

伸之さんの発病がいつごろなのか正確には分か 

らない。昭和62年頃に、顔面をむくませて帰宅し 

たことがあった。また、この頃の出血によると思
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われる血痕の跡が枕に残っているのを母親が発見 

している。

昭和63年頃に伸之さんが購入したベッドの板敷 

には、激しい発汗のためか今も横たわる人形のよ 

うな黒いしみが残っている。血液検査結果による 

と白血球数が昭和63年6月6日に13,800、63年11月 

29日に9.500と明らかに異常値を示していたのに、 

何の精密検査も受けさせないで、その後も被曝労 

働に従事させていた。このような協立ブラントコ 

ンストラクト、中部プラント、中部電力の職員健 

康管理上のミスは強く批判されなければならない 

だろう。

平成元年の夏頃には、伸之さんは体調を崩し、 

発熱が続いて、食欲もなく、2週間ほど寝込んだこ 

とがある。この症状は典型的な白血病の初期症状 

である。しかし、白血病が発見されたのは、協立 

ブラントコンストラクト、中部プラント、中部電 

力の行う健康管理を通じてではなく、全く関係の 

ない町立浜岡病院の皮膚科の診療に際しての血液 

検査によってであった。平成元年9月30日、伸之さ 

んは浜岡町立浜岡病院の皮膚科の診断の際の血液 

検査の結果、白血球数が28.500に増え、LDHも 

816の髙い値を示したため、白血病の疑いがあると 

診断され、浜松医科大学病院に紹介された。

遺族の訴え(1993年5月6日•記者会見における挨捜)

息子伸之のこと

嶋橋美智子

私どもは、元神奈川県の横須賀に住んでおり 

ました。息子は近くの工業高校を卒業しまし 

た。就職のときは、3年生の秋から決めていく 

ものですから、もちろん学校からの斡旋や希望 

するところ等として、1守来性のあるということ 

を誰でも第一に考えました。近くに原子力発電 

所で使う燃料を作る、ニュークリアという会社 

がありますので、皆そこを第一に希望しまし 

た。けれど、他が空いているのにそこだけとい 

うわけにはいかないので、それぞれ分散して、 

息子も関東化成という_動車の部品工場に学 

校からの内定がありました。

本人もほっとしたところで、仲のよかった友 

達のところへ遊びにいったのが、たしか土曜日 

だったと思います。その時、その友達はもう働 

いていましたので、その子の職場で夏休みアル 

パイトをしていたからです。その子は、会社の 

アパートに住んでいましたので、前が会長さん 

の家です。とても可愛がっていただいたようで 

した。「どこへ就職したんだ」と問かれ、「それ 

なら、ウチへ来いよ」と誘われました。

いつもよくしていただき、一度などは、初め 

て飛行機に乗り、日帰りで九州の八幡まで行っ 

てきました。自衛隊の船に計器を取り付けに行 

ったこともありました。その頃は今のように海 

外旅行がまだ盛んではなかった頃でしたから、 

アメリカやイランなどに仕事に行けるという 

夢もありましたので、その夢は大きかったよう 

です。学校の推薦の方を断り、自分で選択した 

のが今の会社だったのです。

そして、春になって、就業地は、原子力発電 

所の方へ行くようにと言われました。

原発の安全性の良し悪しは、まだ分かりませ 

んでしたが、家を離れて通勤ということは思っ 
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同病院の病理検査所見としては「骨髄系細胞の過 

形成、リンパ球の減少」等も指摘され、臨床診断 

は白血病(leukenia)と明記されている。なお、L 
DHとは血清乳酸脱水素酵素のことであり、がん 

や白血病などの場合に上昇を示すとされている。 

その後、平成元年10月26日に浜松医科大学医学 

部付属病院に初診し、初診時に「皮虜出血斑多数、 

全身紅斑、白血球20.000〜30,00〇、血小板6〜8万」 

の所見であった。同病院における臨床診断は当初 

から慢性骨髄性白血病であり、平成元年11月16日 

には、家族には慢性骨髄性白血病と病名が告げら 

れた。

その後の病気治療については、協立ブラントコ 

ンストラクト、中部ブラントが医療费も全額負担 

し、給与も支払われるという状況で、労災申請こ 

そされなかったものの、事実上の労災として取り 

扱ってきたともいえる。当初通院治療を行ってい 

たが、出血傾向が認められたため、平成2年10月22 
日に同病院に入院した。

白血病の症状は、絶え間ない骨の激痛との關い 

であり、平成3年10月頃の死の間際には、歯肉から 

の大量の出血が止まらず、母親が拭いても拭いて 

もそのそばから血があふれだすという悲惨な状況 

であった。

てもみなかったものですから、私は、ただ哑然 

といたしました。

もう、私どもが、それをやめろ、いくな、な 

どと言うゆとりはありません。無事に元気で、 

勤めるようにと、毎日祈っておりました。

就職をして2〜3年のうちは毎週のように家 

へ帰ってきました。土曜日の夜遅く帰ってき 

て、そして日曜日の夜家を8時頃出て帰り、ア 

パートに着くのは夜中の2時頃になるという繰 

り返しでした。

毎週通う東名高速の事故の危険性も心配し 

ましたが、仕事の中身も気になり、「原子力っ 

て大丈夫なの？」と間きました。本人は、「大 

丈夫だよJと言っていました。

それ以上は、あまり詳しく間かず、また、本 

人の愚痴も一度も聞いてはおりません。

勤めはじめて、2〜3年経った頃に、一度だけ、 

「友達がみんなやめるから、やめたい」という 

ようなことを言ったことがありました。

私どもは、「『石の上にも3年』というではな 

いか。今が一番の辛いとき。それを越すと慣れ 

て、それからがベテランになれるのだjと、さ 

としました。

もう一度、友達の結婚式の後、帰るのを渋っ 

たときがありました。

また、2日ほど戻るのを嫌がる本人をさとし 

て、夜家を10時頃出て、東名高速で浜岡のアパ 

ートの前まで夜中の2時過ぎに降ろし、「頑張る 

んだよ。突然会社をやめるなんて上司は思って 

いないし、明日の仕事にさしつかえるでしょ 

う」と言って、置いてきたことがありました。 

今となっては、会社をやめたいと言った本人 

の本当の理由は分かりません。

しかし、親としては、このことは、とても悔 

やまれてなりません。あの頃、作業内容やその 

危険を知っていたならば、もっと本人の悩みを 

深く間いてあげられれば、こんなことにはなら 

なかったのでは…。自分の無知を心から後悔し 

ています。

白血病での死に方というのは、経験した者で 

なければ、決して分からない、悲惨なものです。 

一生懸命仕事をした者が、何の落度もないの

に、死ななければいけない仕事などというもの 

があっていいのでしようか。

こういう悲しみに泣く違族は、私た

ちで最後にしてほしいと思います。
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約2年余の閲病生活の後、伸之さんは、若い命を 

放射線被曝を原因とする白血病という恐ろしい病 

魔に奪われ、平成3年10月20日に慢性骨髄性白血病 

を直接死因として死亡するに至った。

白血病とは、骨髄中において、造血細胞が腫瘗 

化して増殖する疾患である。「血液のガン」とも呼 

ばれている。骨髄中には、造血幹細胞があり、そ 

こから骨髄系細胞とリンバ系細胞が分化し、骨髄 

系細胞からは、赤血球•好中球•好酸球.好塩基 

球(前3者を併せて「顆粒性白血球」という)•単球 

•巨核球(巨核球の細胞がちぎれて血小板が作ら 

れる)が作られ、リンパ系細胞からは、Tリンパ球 

.Bリンパ球(Bリンパ球が分化して形質細胞に 

なる)が作られる。白血病では、これら血液を構成 

する要素を作る造血細胞が骨髄中で腫瘍化し、腫 

痗細胞が増殖することによって、正常造血機能が 

抑制されるのである。

そのため、正常血液細胞の生産低下に基づく症 

状、すなわち、赤血球減少による貧血症状や、血 

小板減少による出血症状などが、初発症状として 

現れる。

さらに症状が進行すると、腫痗化した細胞(白血 

球細胞)が骨髄以外の臓器浸潤による症状が現わ 

れる。胎生期に造血器として機能していた脾臓、 

肝臓、及びリンパ節の白血病細胞浸潤による腫大 

などの症状が現れ、肝臓、腎臓、肺、脳など腫瘂 

臓器への浸潤も現れる。髄膜に浸潤すると中枢神 

経症状を呈する。ついには、悪液質、出血、感染 

などの二次合併症で死亡する。

白血病は、腫瘍性增殖する造血細胞の種類によ 

って、骨髄性白血病、単球性白血病、リンパ性白 

血病等に分類されるが、このうち、顆粒性白血球 

の慢性腫瘍性增殖を特徴的に呈するのが、慢性骨 

髄性白血病である。わが国では、その頻度におい 

て、急性骨髄性白血病に次いで第2位を占める。 

慢性骨髄性白血病は、しばしば、全身倦怠•易 

疲労感.顔面蒼白•発汗.微熱•体重減少•下肢 

浮腫などで始まる。また、四肢の出血斑、歯肉出 

血,眼底出血•鼻出血、血尿などの出血症状が現 

れる。骨痛ことに胸骨の叩打痛は慢性骨髄性白血 

病によく見られる症状であり、病状が進行すると、 

体の表面にある骨の全てに叩打痛が生じ、脊椎や 

腸骨の痛みのために不眠を訴えるようになる。

肝臓や脾臓の腫大が起こり、その結果、食欲不 

振や腹部不快感を訴える。しばしば、風邪などと 

して見落とされがちである微熱症状は、白血球数 

の増加が著しいときによく認められる。

骨髄性白血病と診断された後の生存期間は、通 

常1年から4年間で、末期には急性転化のかたちを 

とり、急性白血病と同様な症状を呈して急速に悪 

化し、3〜6か月のうちに死亡するといわれる難病 

である。

白血病の原因については、ウイルス説や遠伝子 

説があるが、広島•長崎の原爆被曝後やチェルノ 

ブイリ原発事故後に労働者と周辺住民に白血病が 

増加した事実や、放射線取扱者•放射線治療患者 

で白血病の頻度が高い事実から、放射線が白血病 

を誘発することは争いがない。また、欧米の経験 

をも含めて考慮すると、放射線作業従事者や放射 

線治療を受けた患者に発生する白血病は、骨髄性 

白血病が主である。

電離放射線障害予防規則第2条第1項では、電離 

放射線に被曝する業務に従事し、または従事して 

いた労働者が「電離放射線に起因して発生すると 

考えられる疾病」中に白血病が定められている。 

白血病を労働基準法施行規則第35条、別表第一 

の二、七、10に該当する業務上疾病として扱う場
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合の要件として、昭和51.11.8基発第810号、昭和 

22.12.16基発第67号、昭和!53.3.30基発第187号は 

次のように定めている。

「次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(1) 相当量の電離放射線に被ばくした事実がある 

こと。

(2) 被ばく開始後少なくとも1年を超える期間を 

経た後に発生した疾病であること。

(3) 骨髄性白血病またはリンパ性白血病であるこ 

と。」

さらに、同通達の解説によると、右の相当量と 

は「業務により被ばくした線量の集積線量が次式 

で算出される値以上の線量をいう。

0.5レムx(電離放射線被ばくを受ける業務に従 

事した年数)」とされ、また、この線量には健康診 

断時のエックス線などの医療上の被曝も業務上の 

被曝として取り扱うこととされている。

放射線被曝による労災の認定基準である「電離 

放射線に係る疾病の業務上外の認定基準」(労働基 

準局長通達)は、「電離放射線障害の業務上外の認 

定基準の検討に関する専門家会議」の検討結果に 

基づいて定められたものである。

この認定基準は、放射線被曝労働に起因して発 

生すると考えられる疾病として、急性放射線症、 

急性放射線皮虜障害、その他の急性局所放射線障 

害、慢性放射線皮虜障害、放射線造血器障害、白 

血病、皮虜がん、甲状腺がん、骨の悪性新生物、 

肺がん、肝及び胆道等の悪性新生物、白内障、再 

生不良性貧血、骨壊疽、骨粗鬆症、その他の身体 

局所に生じた繊維症等を列挙した上で、白血病を 

含む6疾病についてのみ認定基準を定めている。こ 

れは、労働省において専門家に放射線被曝とこれ 

らの疾病の因果関係(業務上外とは正しく因果関 

係の有無である)を検討させた結果、これらの6疾 

病については一定の要件を満たせば、因果関係を 

認めてよいとの結論に達したからに他ならない。 

仮に白血病について認定基準の要件で放射線被曝 

によるものと認める蓋然性がなければ、労働省は、 

肺がんや甲状腺がん同様、認定基準の作成を見送 

つたはずである。つまり、この認定基準は国とし 

て公に、少なくともこの要件を満たす場合、その 

労働による放射線被曝に起因する白血病である蓋 

然性があると、科学的見地から認めているものと 

いえるのである。

この通達による認定基準は、6で述べる最近の低 

線量被曝による放射線障害の危険性についての知 

見を十分反映していない点に問題があるが、「電離 

放射線障害の業務上外の認定基準の検討に関する 

専門家会議」において取りまとめられた結論に基 

づいて出されたものであり、わが国の被曝労働に 

関する労働安全行政の基本となっているものであ 

るから、以下この通達に即して本件を検討するこ 

ととする。

(1) 被曝について

まず、「相当量の電離放射線に被ばくした事実が 

あること」との点については、伸之さんの被曝線 

量は「5.063ミリレム+ 30XJに健康診断時の胸部 

レントゲンによるエックス線被曝の被曝線量を加 

えたものであり、同人の放射線作業従事の期間は 

8年8か月ないし10か月であるから、前述の通達解 

説にいう相当量4.416ミリレム(8年8か月で計算) 

を上回っていることは明らかである。

(2) 発症時朗について

「被ばく開始後少なくとも1年を超える期間を経 

た後に発生した疾病であること」については、伸 

之さんの白血病の診断は平成元年になされており 

発病はその少し前と考えられるが、同人が放射線 

作業に従事し始めたのは昭和56年3月であり、作業 

開始後約7年以上経過しての発症であるから、この 

要件を満たしていることは明らかである。

安全センター情報93年9月号7
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(3) 白血病の種類につい 

て

「骨髄性白血病または 

リンパ性白血病であるこ 

と」については、死亡診 

断書上も「慢性骨髄性白 

血病」であることは明ら 

かであり、この要件を満 

たしていることも明らか 

である。

(4) 結論
以上のとおり、伸之さ 

んの白血病罹患とこれを 

直接死因とする死亡は同 

人が従事した被曝労働に 

起因する業務上の災害で

あり速やかに認定されな

ければならない。

嶋橋伸之氏の年間被爆線量と積算被爆線置(単位• mreni)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

現行の許容被曝線量はI CRP(国際放射線防 

護委員会)1977年勧告に基づいて、I年当たり放射 

線作業従事者の場合50ミリシーベルトと定められ 

ている。ICRP77年勧告は、放射線被曝のHJ値 

はないことを前提としつつ、1万人シーベルト当た 

り白血病を含む全ガン生涯死亡リスク値125とい 

うリスク推定に基づいていた。

I CRPは、「委員会の制限線量体系が適用され 

ている職業上の被曝の多くの場合、その結果の平 

均の年線量当量は、年限度の10分の1より大きくな 

らない。」「限度に近い値は非常に少ない場合がほ 

とんどであることがわかっている。」「これら放射 

線を扱う職業における平均リスクは他の安全な職 

業における平均リスクはと同程度であることがわ 

かるOj(1977年勧告35頁)という前提のもとに線量 

限度を定めている。つまり「年間5レムという値を

決めて規制すると、実際の被曝線量はその10分の 

1以下のレベルに落ち着くものだ」(安斎育郎「が 

ん当たりくじの話」有斐閣)ということを前提とし 

ている。すなわち、労働者は、おしなべて年間0.5 
レム程度の被曝を受けるものとしてリスクを評価 

し、放射線被曝作業者の受ける危険が、一般に安 

全とされている他の職業と比べて同じ程度に安全 

であることを結論づけているにすぎないのであ 

る〇

7放射線の危険性新たな 
知見と許容濃度見直<く)必要性

I CRP1977年勧告の出されたあと、広島•長 

崎の被曝データの見直しとガンなどの疾病の発生 

状況の追跡調査などの新しいデータにより、次の 

ような放射線被曝の危険性についての新たな知見 

が報告されている。1万人シーベルト当たり白血病 

を含む全ガン生涯死亡リスク値で比較すると、

8安全tzンター情報93年9月号
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特集1/原発労災

次のような値となっている。

① U N S C E AR (国連科学委員会)1986年報告
58〇〜1.160

② プレストン•ピアス論文(広島•長崎の原爆 

被曝線量の再評価を行ったDS86線量に基づく 

リスク評価1987年)

1.740
③ BE I RV(アメリカ合衆国電離放射線の生 

物学的影響に関する委員会第5報告)1990年
885

@1 CRP1990年報告
「1977年の基本勧告が刊行されて以降にヒト 

集団の放射線誘発がんのリスクに関する新し 

い情報が出ており、実験動物と培養細胞での 

新しい実験データが利用可能になってきてい 

る。これらの進展はUNSCEAR(国連科学 

委員会)1986年報告、BEIRV(アメリカ合 

衆国電離放射線の生物学的影響に関する委員 

会第5報告)1990年に要約されており、その結 

果、ICRPが1977年に推定した放射線の発 

がん効果の確率の推定値の見直しが必要にな 

ったoj (1990年勧告付属書B135頁)

500

これらの情報をもとにI CRPは、5年間に10レ 

ムという新しい基準を勧告している。なお、この 

値自体が控えめなものであり、イギリスの放射線 

防護庁(NRPB)は1987年11月、労働者被曝限度 

を年間1.5レムに、一般人の被曝限度を〇. 05レムに 

それぞれ引き下げるよう政府に勧告している。日 

本の許容被曝限度も早急に見直す必要がある。

8許容限度と因果関係は無関係

中部電力㈱は、今回われわれの申請に合わせた 

記者会見の中で、専門家の検討に基づく労災認定 

基準をなんらの科学的根拠を示すことなく非難 

し、現状の見直されるべき法令上の線量限度内で 

あることを根拠に、嶋橋伸之の白血病発症につい 

て、浜岡原発での被曝労働との因果関係を否定す 

るようなコメントを行っている。

しかし、既に述べたように、法令上の線量限度 

は、それ未満であれば白血病に罹患しないという 

ものでないことは科学的に争いのない事柄であ 

り、法令上の線量限度内でも一定の一それも決し 

て少なくないーガン、白血病による死亡が見込ま 

れているものである。ICRP90年勧告において 

も「線量限度は“安全”な範囲と“危険”な範囲 

との境界線であると、広くしかし間違って、みな 

されている。」(1990年勧告124項)と今回の中部電 

力のような見解が誤りであることが明確に指摘さ 

れている。

法令上の線量限度との関係で因果関係を否定す 

るなど、全く非科学的な見解であり、このような 

完全に誤った認識に立って、日々の原子力発電所 

の被曝労働が管理、運営されていることは、驚く 

べきことである。

9問題ぁる会社p笋辦隠,_対応
吻^^^^"'

嶋撟伸之が白血病に罹患した後、その療養期間 

中から家族は、協立ブラントコンストラクト株式 

会社(以下単に会社という)に対して労災申請をし 

てほしいと要望していた。しかし、会社は、嶋橋 

の生存中は「労災の申請をすれば、本人に本当の 

病名がわかってしまう」(当時、病院は本人には骨 

髄織維症と病名を告知していた)等と述べ、医療费 

は全額会社が負担するとの条件で労災申請を思い 

止まらせてきた。

また、同人が91年10月20日死亡後、遗族が放射 

線管理手帳の返還を求めているのに対して、会社 

は「中部ブラントが持っている。」「中部電力が返 

してくれない。」「現在訂正中だ。」等と言いながら 

—向に返してくれず、また、労災認定申請は前例
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もないし難しい等と説明し、他方で労災の遠族年 

金の15年分にさらにブラスアルファした金額とし 

て3.000万を支払うからと述べて、伸之の死に打ち 

ひしがれる遗族に早く示談するよう勧めた。この 

ような交渉の結果、同年12月、遗族と会社間に覚 

書が締結され一定の金員が支払われた。放射線管 

理手帳について遺族が、死亡直後から返してほし 

いと述べていたにもかかわらず、遺族に手渡され 

たのは、死亡約半年後の平成4年3月のことであっ 

た。さらに、この手帳には死亡の翌日の平成2年10 
月21日付けで、被曝データが訂正された箇所が多 

数あり、データ改竄の可能性もある。

このように、この覚書は不完全な情報の提示と 

一方的な誘導による不公正な合意であり、その有 

効性は疑問である。さらに、右の覚書の3項におい 

て遠族が労災申請により遗族補償給付を受けるこ 

とになった場合には、弔意金の内遠族補償給付に 

相当する額を戻し入れることとなっており、仮に 

この覚書の有効性を前提としても、遺族が労災保 

険法に定める遺族補償給付の請求を放棄していな 

いことは明らかである。

遗族は、平成5年3月、代理人弁護士に事件の検 

討を依頼し、4月10日、放射線管理手帳のデータか 

ら労災認定基準以上の被曝をしていたことその 

他、本件が労災認定の要件を充足するものである 

ことを知った。4月12日、中部電力株式会社の保険 

担当の松浦課長と株式会社中部プラントサービス 

浜岡事業所渡辺副所長に対して、本件にっき労災 

の申請をしたいと申し入れた。しかし、企業側は 

労災申請をさらには記者会見だけでも思い止まる 

よう説得した。

株式会社中部ブラントサービスと協立ブラント 

コンストラクト株式会社が本件の災害の原因及び 

発生状況について証明したのは、遺族の労災申請 

後のことである。このような企業ぐるみの労災隠 

しによって原発の労災は明るみに出されなかった 

のである。

原発労働者の各年ごとの総被曝線量を原子力安 

全白書によって昭和45年から平成3年まで合計す 

ると総合計1781.03人.シーベルト(63年以前はシ 

ーペルト換算)。これをもとに、最近の被曝に関す 

るリスク推定に基づく推定過剰死亡者数を算定す 

ると、ブレストン•ピアス論文の評価によれば 

309.89人、控えめの評価であるICRP1990年報 

告によっても89.05人に達する。

潜在化した労災を発掘し、救済を図っていく必 

要がある。本件の申立を準備する過程で、過去に 

労災認定の事例があることが判明し、マスコミで 

も大きく取り上げられた。1979年11月から80年9月 

まで東京電力の福島第一原発で原子炉配管の腐蝕 

防止作業に従事していた労働者が、11か月で4レム 

の被曝をし、1988年2月に慢性骨髄性白血病で死亡 

したケースで、91年末に労災認定がなされている 

ことがわかった。

また、1988年6月から89年9月まで関西電力髙浜 

原発、同大飯原発、九州電力玄海原発で定期検査 

作業に従事した作業員が急性骨髄性白血病で92年 

8月に死亡し、労災申請中であるし、87年7月から 

92年12月まで同じ3つの原発で定期検査作業に従 

事した作業員が急性骨髄性白血病に発症し、現在 

療養中で、労災申請中である。

これらのほかにも労災申請を準備中の労働者も 

相当数に上ることが報道されている。

この場合に最大の問題になると思われるのが、 

白血病以外の一般のガンの認定基準がないという 

問題である。労災認定のためには業務と発症の間 

に条件関係があればよい。ガンの原因としては様 

々な要因が考えられるが、放射線被曝が一定量あ 

り、他に明白なガンの発症原因がない場合には労 

災認定を認めるべきであり、労災認定の 

基準を明確な形で定めるべきである。
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電離放射線に係る疾病の業務

上外の認定基準について
昭和51年11月8日付け基発第810号
都道府県労働基準局長宛て労働省労働基準局長通達

標記疾病の認定については、今後、下記による 

こととし、これに関する従来の通違(昭和38年3月 

11日付け基発第239号(昭和39年9月8日付け基発第 

1049号により一部改正))は廃止することとしたの 

で、了知されるとともに、事務処理に遺憾のない 

ようにされたい。

なお、この取扱いの改正は、「電離放射線障害の 

業務上外の認定基準の検訪に関する専門家会議」 

において先般取りまとめられた結論に基づいて行 

つたものである。

また、この通違の解I兑部分は、電離放射線陣害 

の類型、電離放射線障害の認定基準及び被ばく線 

璽の評価について解説したものであり、通透本文 

と一体のものとして取り扱われるペきものであ 

〇

言己 

第1電離放射線降害の類型について

電離放射線陣害予防規則(昭和47年労働省令第 

41号)第2条第1項に規定する電離放射線(以下「電 

離放射線」という。)に被ばくする業務に従事し、 

又は従事していた労働者が電離放射線に起因して 

発生すると考えられる疾病は、次のとおりである。 

1急性放射線暉害

的短い期間に大星の電離放射線に被ばく し 

たことにより生じた障害をいい、これに該当する 

ものは、次のとおりである。

(1) 急性放射線症(急性放射線死を含む。)

(2) 急性放射線皮廣陴害
(3) その他の急性局所放射線陣害(上記(1)及び

(4) に該当するものを除く。)

2慢性的被ばくによる電離放射線W害

長期間にわたり連緒的又は断続的に電雕放射線 

に被ばくしたことにより生じたP華害をいい、これ 

に該当するものは、次のとおりである。

(1) 惽性放射線皮膚啤害

(2) 放射線造血器W害(白血病及び再生不良性薛 

血を除く。)

3電離放射線による悪性新生物

電離放射線に被ばく した後、比較的長い潜伏期 

間を経て現われる悪性新生物をいい、これに該当 

するものは、次のとおりである。

(1)白血病

(2 )電離放射線の外部被ばくによって生じた次に 

掲げる原発性の悪性新生物

イ皮膚がん

□甲状朦がん
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J\骨の悪性新生物

(3 )電離放射線の内部被ばくによって生じた次に 

掲げる特定臓器の悪性新生物

イ肺がん

□骨の悪性新生物

ハ肝及び胆道系の悪性新生物

4電離放射線による退行性疾患等

上記1から3までに掲げる疾病以外の疾病で、 

泪当屋の電趣放射線に被ばくしたことによって起 

こり得るものは、次のとおりである。

(1) 白内障

(2) 再生不良性茛血
(3) 骨壊疸、骨粗鬆症

(4) その他身体的局所に生じた班維症等 

第2電離放射線に係る疾病の認定について

電離放射線に被ばくする業務に従事し、又は従 

事していた労働者に上記第1の「電離放射線卩華害 

の類型」のうち、急性放射線症、急性放射線皮膚 

P舉害、憎性放射線皮®害、放射線造血器障害(白 

血病及び再生不良性貧血を除く。)、白血病又は白 

内腾が発生した場合で、これらの疾病ごとに以下 

に谒げる要件に該当し、医学上療费が必要である 

と認められるときは、白血病以外の疾病について 

は労働基準法施行規則別表第1の2第2号5、白血病 

については同別表第7号10に該当する業務上の疾 

病として取り扱う。

なお、以下に認定基準を定めていない電離放射 

線P華害、認定基準を定めている疾病のうち白血病 

及び認定基準により判断し難い電越放射線障害に 

係る事案の業務上外の認定については、別添「電 

W放射線に係る疾病の業務起因性判断のための調 

ft実施要領」により調査して得た関係資料を添え 

て本省にりん伺されたい。

1急性放射線症

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

1)比較的短い期間に相当呈の電離放射線を全身

又は身体の広範囲に被ばくした事実があるこ 

と。

(2 )被ばく後数週間以内に発生した疾病であるこ 

と。

(3)次のイから二までに掲げる症状のうちいずれ 

かの症状が認められる疾病であること。 

イはき気、嘔吐等の症状

□ 不安感、無力感、易疲労感等の精神症状

ハ白血球減少等の血液変化

二 出血、発熱、下痢等の症状

2急性放射線皮®障害

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。tこ 

だし、①労働者が大虽の電離放射線に被ば< した 

ことにより発生した疾病で、被ば < 後おおむね1日 

以内の間に発症する一過性の初期紅斑を伴うも 

の、②大星の電離放射線に被ばく したことにより 

発生した疾病で、水泡、び调のような強度火價と 

同様の症状が認められるもの及び③比較的短い期 

間に梠当星の電葡放射線に被ばくすることにより 

発生した急性放射線皮®陣害が治ゆしないうちに 

引き続いて生じた難治性の慢性皮膚演瘍又は治ゆ 

した後に再発した難治性の憎性皮膚演度が認めら 

れる疾病については、下記(1)から(3)までにか 

掲げる要件にかかわらず業務との関連があるもの 

として取り扱う。

(1)比較的短い期間に相当富の電離放射線を皮膚 

に被ば< した事実があること。 

(2 )被ばく後おおむね数時間又はこれを超える期 

間を経た後に発生した疾病であること。

(3)充血、紅斑、腫張、脱毛等の症状が認められ 

る疾病であること。

3懼性放射線皮«»害

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(1) 相当室の電堆放射線を皮膚に慢性的に被ばく 

した事実があること。

(2) 被ばく開始後おおむね数年又はこれを超える 

期間を経た後に発生した疾病であること。
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(3)乾性落屑等の症状を経過した後に生じた慢性 

皮膚演堪又は機能障害を伴う萎縮性瘢痕が認め 

られる疾病であること。

4放射線造血器W害

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(1)相当星の電離放射線に憎性的に被ばくした事 

実があること。

(2 )被ばく開始後おおむね数週間又はこれを超え 

る期間を経た後に発生した疾病であること。 

(3)白血球減少等の血液変化が認められる疾病で 

あること。

5白血病

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(1)相当届の電離放射線に被ばくした事実がある 

こと。

(2 )被ばく開始後少なくとも1年を超える期間を 

経た後に発生した疾病であること。

(3)骨抛性白血病又はリンバ性白血病であるこ 

と。

6白内陣

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(1) 相当星の電離放射線を眼に被ばくした事実が 

あること。

(2) 被ばく開始後少なくとも1年を超える期間を 

経た後に発生した疾病であること。

(3) 水晶体混濁による視力陣害を伴う白内陣であ 

ること。

(解税)

第1電離放射線闼害の類型について

1疾病分類の趣旨本文記の第1は、電離放射線 

蹕害を業務起因性の判断上の便宜を考應して分類 

したものである。

なお、電離放射線被ばくには、外部被ばくと内 

部被ばく(吸入、経□摂取又は無個な若しくは傷の 

ある皮!！を通じてた以内に入った放射性物質によ 

り受ける被ばくをいう。)があリ、被ばくの態様に 

より障害の発生のし方が異なる場合があるので分 

類の際は特にこれを考慮した。

2疾病の说明

(1) 本文記の第1の1(3)の「その他の急性局所 

放射線W害」には、エックス線回析ビーム等に 

よる眼結膜炎、部分的な大虽の電離放射線被ば 

く又は放射性物質の摂取により生じた屁器•組 

織の急性疾患(例えば、放射線背炎、放射線肝炎、 

放射線肺炎)等がある。なお、ここにいう「局所」 

とは、白血球減少のような全身症状を伴わない 

ことをいう。

(2) 本文記の第1の4の(4)の「その他身体局所 

に生じた纖維症等」には、電離放射線被ばくに 

より生じた肺の磁維症があるほか慢性化した放 

射線皮膚陣害の場合には皮膚の織維化がみられ 

ることがある。

なお、ここにいう「身体局所」とは、臟器• 

組織をいう。

第2電離放射線に係る疾病の認定について

電離放射線陣害は、その現われる症状や性質は 

極めて複雑多岐であり、かつ、持異性がなく、個 

々の例においては他の原因により生ずる疾病との 

讖別が困難なものが多い。

したがって、電離放射線障害に関する業務起因 

性の判断に当たっては、その医字的診断、症状の 

みならず、被災労働者の職歴(特に業務の種類、内 

容及ぴ期間)、疾病の発生原因となるペき身体への 

電離放射線被ばくの有無及ぴその呈等について別 

添「電離放射線降害に係る疾病の業務起因性判断 

のための調査実施要領」により調査し、検訪する 

必要がある。

1急性放射線症について

(1) 本文記の第2の1の(1)の「比較的短い期間」 

とは数日以内をいい、「泪当匿」とはおおむね25 
レム(「ein)又はこれを超える線虽をいう。

(2) 本文記の第2の1の(2)は、急性放射線症は
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一般に被ばく後数時間以内に発生することが多 

く、数週間以上経過した後には起こり難いとの 

医字的知見に基づいて定めたものである。

(3)線星と症状発現の関係については、一般に次 

のようにいわれている。

イおおむね25レムに満たない場合 

一時的に血液変化を認める場合もあるが急 

性放射線症の症状は呈さない。

□おおむね25レムから50レムである場合 

血液変化を認める場合が多いが明らかな急 

性放射線症の全身症状は来さない。

J\おおむね50レムを超える場合

線呈の増加に伴って急性放射線症の症状が 

現われる。

2急性放射線皮膚W害について

(1) 本文記の第2の2のただし書及び第2の2の 

(1)の「比較的短い期間」とは十数時間以内を 

し、い、「相当虽」とは次の線虽をいう。

イ1回の被ばくによる場合

おおむね500レム又はこれを超える線里 

□ 間歇的被ばく又は放射性物質の付着による 

場合

おおむね1.000レム又はこれを超える線g
(2) 本文記の第2の2の(2)については、急性放 

射線皮害は2週間程度の期間を経た後に発 

生することが多いことに留意する必要がある。

3慢性放射線皮膚味害につ

いて

(2 )慢性的に電離放射線に被ばくしやすい部位は 

手指であるが、手指の被ばぐ線Sが測定されて 

いない場合が多いので、このような場合には現 

場調査、モデル実験等を行って線运を推定する 

必要がある。

4放射線造血器W害について

(1) 本文記の第2の4の(1)の「相当运の電離放 

射線に憎性的に被ばぐした事実があること」と 

は、おおむね1年間に5レム又は3か月間に3レム 

を超える線垂の電雕放射線を憧性的に被ばくし 

た事実があることをいう。

(2) 本文記の第2の4の(2)については、放射線 

造血器降害は被ばぐ開始後数年間を経た後に発 

生することが多いことに留意する必要がある。

(3) 本文記の第2の4の(3)の「白血球減少等の 

血液変化」については、過去の血液検査所見の 

経過を観察のうえ判断する。

十分な検査成績が得られない場合等当該症状の 

有無の判断が困難な場合には、当分の間、次の 

表に示す各項目のいずれかの下限値を下廻り 

(すなわち、末梢血液1立法ミリメートル中の白 

血球数が男女ともそれぞれ4.000個未満である 

か、末梢血液1立法ミリメートル中の赤血球数が 

男子においては400万個未満、女子においては 

350万個未満であるか、又は血液1デシリットル 

中の血色素室が男子においては12.0グラム未

(注)この表は、正常成人の大部分が示す範囲の数値を表示したもの

性別

項目
男 子 女 子

末梢血液1立法ミリメー 
トル中の白血球数 4, 00〇〜9,000個 4, 00〇〜9・000個

末梢血液1立法ミリメー 
トル中の赤血球数 400～600 万個 35〇〜550万個

血液1デシリットル中の
血色素量

I2. 〇〜I7. 〇グラ厶 I0. 5〜16, 〇グラ厶

である。

(1)本文記の第2の3の(1) 
の「相当靈の電離放射線を 

皮晒に憎性的に被ばくした 

寧実があること」とは、3か 

月以上の期間におおむね 

2.500レム又はこれを超え 

る粽室の電離放射線を皮賺 

に慢性的に被ばぐした事実 

があることをいう。
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満、女子においては10.5グラム未満であるかの 

いずれかであること。)、かつ、それがウイルス 

感染症による白血球減少、慢性の出血によるも 

のでないと認められるものについては、血液変 

化が認められたものとして取り扱う。 

5白血病について

(1) 本文記の第2の5の(1)の「相当呈」とは、

「業務により被ばくした線呈の集積線Sが次式 

で算出される値以上の線届をいう。

0.5レムx(電攤放射線被ばくを受ける業務に従 

事した年数)

(2) 白血病を起こすi秀因としては、電離放射線被 

ばぐが推一のものではない。又、白血病の発生 

が電離放射線被ばくと関連があると考えられる 

症例においても、業務による電雕放射線被ばく 

線星に医療上の電離放射線被ばく線虽等の業務 

以外の被ばく線垂が加わって発生することが多 

い。このような場合には、業務による電離放射 

線被ばく線番が上記(1)の式で示される値に比 

較的近いものでこれを下廻るときは、医療上の 

被ばく線璽を加えて上記(1)で示される値に該 

当するか否かを考慮する必要がある,この場合、 

労働安全衛生法等の法令により事業者に対し義 

務づけられた労働者の健康診断を実施したため 

に被ばくしたエックス線のような電離放射線の 

被ばく線gは、業務起因性の判断を行うに際し 

ては業務上の被ばく線呈として取り扱う。

6白内味について

(1) 本文記の第2の6の(1)の「相当呈|とは、 

次の線室をいう。

イ3か月以内の期間における被ばく場合 

おおむね200レム又はこれを超える線鬣

□ 3か月を超える期間における被ばくの場合 

おおむね500レム又はこれを超える線匡

(2) 電離放射線による白内踝は、被ばく後長期間 

を経た後に発生するので、「老人性白内W」との 

鑑別が困難な場合が多い。したがって、被ばく

線Sを十分には握のうえ業務起因性を判断する 

ことが必要である。

(3)慢性的に電離放射線に被ばくしている塌合に 

は、眼の被ばく線呈が測定されていることは稀 

である。

全身的にほぼ均等に被ば< していると判断さ 

れる場合には、下記第3の1の(1)の個人モニ 

タリングによる測定値に基づいて算出された集 

積線虽をもって眼の被ば<線3として差し支え 

ない。全身に均等に被ば< レていない場合で、 

眼の被ばく線呈が個人モニタリングによる測定 

値に基づいて算出された集損線星より多いと判 

断されるときは、その集積線S、作業状況、作 

業環境、安全防讓の状況等(以下「作業状況等」 

という。)を総合的に検討して被ばく線璽を推定 

する必要がある。

第3被ばく線置の評価等について 

1個人モニタリング

(1) 個人モニタリングとは、体幹部の着衣上にフ 

ィルムバッジ、ポケット線虽計その他の個人モ 

ニター(個人被ば < 線星計)を装着レてその部分 

に受ける被ばく線室を測定することをいう。こ 

の方法による測定は、外部被ばく線呈の測定を 

目的としている。

(2) 電離放射線陣害の発現に関与したと考えられ 

る被ばく線室を推定するためには、個人モニタ 

リングによる測定値を使用することを原則とす 

るが、障害の発現に関与レた被ばく線呈と個人 

モニタリングによる測定値とは必ずしも一致し 

ないので、環境モニタリングによる測定値、被 

災労御者と共に作業に従事した労働者の個人モ 

ニタリングによる測定値等を参考として被災労 

御者の個人モニタリングの測定値を検紂する必 

要がある。

(3) 被ばく線室の値については、降害発生部位と 

個人モニターの装着部位との関連を考慮する必
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要があり、測定された値を陣害の発現に関与し 

た被ばく線畐としてそのまま用いることが過当 

でない場合があるので記録された値の妥当性、 

信頼性を検訪することが必要である。

(4)個人モニターの着用中断期間がある場合、当 

該期間の被ばく線置は、個人モニターの着用期

間中の個人モニタリングによる測定値及ぴ作業

ガ兄等から推定し、個人モニター着用開始前の

被ばく線呈は、作業状5兄等に関し入手できた情 

報から推定する必要がある。

(5)内部被ばくの線星評価は、ホールボディカウ 

ンター、肺モニター等による直接討測、屎尿等

の検査による間接計測又は環境モニタリングの

結果からの推定によって行われるが、技術的に 

困難性があるので、その測定の実施と評価につ 

いては、特に留意する必要がある。

2 線質による被ばく線霣の評価等

(1)電離放射線には、次に掲げる粒子線及び電磁

波がある。

イ粒子線アルファ線、重陽子線、陽子線、

ペータ線、電子線及び中性子線

□ 電磁波 ガンマ線及びエックス線

(2 )線質によリ生物学的な影響の受け方が異な

リ、したがって総置評価の方法が異なるので、

被ばく 

した電 

離放射 

線の線 

質をは 

握する

必要が

ある〇

なお、

放射性 

物貿に 

よる電 

離放射

電離放射線の種類 線質係数

線

線

線

線

線

線

線

線

ス

マ

タ
 

子 

子

ア 

ク 

子 

子 

フ 

ツ

ン

1  

性

賜

ル
 

ェ

ガ

ペ

電

中

隔

重

ア

1
1
3(注) 

1 
10 
10 
10 
20

(注)皮膚に対する線量当量を計 

算する場合は線質係数は3を 

用い、皮膚以外については線 

質係数は1を用いる。

線被ばくを受けた場合には、核種(スト□ンチウ 

ム90、コバルト60のような放射性物質の種類)を 

確認することにより被ばくした電播放射線の線 

質が分る。

(3)電離放射線の線室の単位としてラド(「ad)が 

使用されている場合に、これをレム(「etn)に換算 

する必要のあるときは、およその値として次の 

式によりその値を算定してよい。

線S当S(レム)=吸収線S(ラド)x線質係数 

(ここにいう「線匡当罡」とは、計虽単位である 

吸収線室に線質係数を乗じて得られる放射線防 

讓上の呈をいう。)

なお、線質係数は次の表の値を用いること。

(別添)

電離放射線に係る疾病の業務起因性

判断のための調査実施要铺

この調査実施要領は、原子力発電所における業 

務、核燃料物質の製造又は加工の業務、非破壊検 

査業務及び医療機関における放射線業務について 

それぞれ「電離放射線に係る疾病の調査実施票」 

を定めたものである(別紙1〜4)。この調査票は、 

電離放射線に係る疾病の業務起因性の判断を行う 

場合に必要な事項と調査の手順を前記の業務ごと 

に掲げたものであるので、本調査票により当該事 

項のは握に努めることとする。

なお、これらの業務以外に、研究機関における 

放射線業務、密封線源による計器の製造、使用、 

補修等の業務、滅園、皮膜加工、発芽抑制等を行 

うための放射線照射の業務等の電離放射線被ばく

を受けるおそれのある業務があるが、これらの業

務における電離放射線に係る疾病の実地調査に際

しては、別紙1〜4の調査票のうち過当なものを 

選択のうえ、その調査実施要領に準じて調査を実 

施すること。

別紙一略
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特渠2/騒音障害防止ガイドライン

対象騒音職場の範囲の拡大と

対策促進で一歩前進

伊藤昭好
労®科字研究所

1古くて新しい職業病 騒音性難聴

騒音性難聰の歴史は古い。しかしその被害は軽 

視されてきたのではないだろうか。大企業の産業 

医の中にも、「耳が悪くなって死ぬことはない」と 

亲語して騒音職場でありながら聴力検査も実施し 

てこなかったという話を側閒したことがある。例 

年春に開催される日本産業衛生学会の研究発表で 

も、騒音に関する演題は数少ないのが現状である。 

じん肺、鉛中毒と並ぶ三大(古典)職業病の中で来 

世紀になっても最後まで残る職業性疾患といえる 

のではないだろうか。

そんな中でようやく法規制の面から動きが出て 

きた。昨年10月に労働省が出した「騒音障害防止 

のためのガイドライン」である。このガイドライ 

ンが騒音性難聴防止に役立つかどうかは、現場で 

の取り組み次第であることはいうまでもない。本 

稿では、このガイドラインについて評価される点、 

疑問点などをとりあげて私見を述べることにす 

る〇

2ガイドライン通達までの動き

昨年10月1日のガイドライン通達に先行して法 

改正が行われている。順を追ってみると、まず8月 

24日に労働安全衛生規則が改正された(労働省令 

第24号、基発第480号、資料1)。内容は騒音職場 

であることの明示、保護具使用の掲示、および後 

段の作業環境測定基準の改正とも連動した騒音測 

定の頻度と測定値の表示方法の変更である。

ついで9月2日の労働省告示第73号で作業環境測 

定基準の一部改正(資料2)がなされた。その運用 

の細部事項については10月1日付け基発第545号 

「作業環境測定基準の一部改正について」(資料3) 
に記載されている。

そして基発第546号「騒音障苦防止のためのガイ 

ドライン」(資料4)及び「同解説」(資料4-2) 
へとつながる。

3評価される労働衛生教育の導入

今回のガイドラインについては、作業環境測定 

を除いて概ね歓迎されるものと筆者は考えてい 

る。たとえば労働安全衛生規則第588条別表第1の 

8作業に加えて、ガイドラインでは別表第2として 

52作業が追加され対象作業が拡大された。粉じん 

障害防止規則にせよ、有機溶剤中毒防止規則にせ 

18安全Gンター情報93年9月号

よ、作業指定によりしばりがかけられているのが、 

現行の法規制の特徴である。したがって、いかに 

過酷な作業環境であっても、規則にある作業でな 

ければ規制を受けることはないのである。今回の 

別表第2の(42)には「多数の機械を集中して使用す 

ることにより製造、加工又は搬送の業務を行う作 

業場」が指定されている。これにより製造工程の 

多くが含まれることになる。また屋外作業もカバ 

一するように考慮されていることも評価される。

さらに、作業環境測定結果の評価により、劣悪 

環境(第II管理区分及び第HI管理区分)と評価され 

た場合には、管理区分に応じてとるべき対策が示 

された。すなわち騒音職場であることの明示、減 

音対策、保護具の使用と掲示である。聴力検査に 

ついてもその結果の評価方法が明示された。具体 

的には資料4を参照されたい。

労働衛生教育については、具体的な内容と所要 

時間が提示された。今回のガイドラインの中で筆 

者はこの項目を最も高く評価している。なぜなら 

ガイドラインが出されたといっても、コストのか 

さむ騒音対策がすぐさま進み、環境が早急に改善 

されるとは、とても考えられないからである。し 

たがって労働者各人が防音保護具(耳栓、イヤーマ 

フ)によって身(耳)をまもるのが当面の課題とな 

る。保護具着用には各人のg覚が不可欠であり、 

そのためには有効な労働衛生教育が実施されるベ 

きである。そのための講習の進め方はIL〇の卜 

レーニングマニュアルで取り上げられているよう 

な自主参加型の方式*萌在のところではベストで 

あろう。騒音対策にはコストがかさむと害いたが、 

中には現場の知恵の中から生まれる低コストの改 

番方法も少なくはないはずだ。是非、このガイド 

ラインの労働衛生教育の項目を活用するように、 

安全衛生委員会などでの議論を深めてもらいたい 

ものである。なおこの教育の際には教材として「イ 

ラスト現場の騒音対策」(スウェーデン労働環境基 

金原編、山本剛夫監訳、オーム社)が役に立つ。是

非参考にしてもらいたい。

4なぜ有害化学物質と同じ 
作業環境管理なのか

作業環境測定は、半年ごとに行われることにな 

った。この測定と評価については問題点がいくつ 

か指摘できる。

まず騒音レベルの表示について、等価騒音レベ 

ルが導入された。最近各メーカーから等価騒音レ 

ベルを直接表示する積分型騒音計が比較的安価で 

市販されているので測定自体は何ら難しくはな 

い。騒音計の需要が増えて喜ぶ測定器メーカーも 

あるだろう。

むしろ問題は他の有害化学物質と同列の「場の 

管理」方式が導入された点にある。個人ばくSは 

評価しないという、これまでの日本独自の三管理 

(作業環境管理•作業管理•健康管理)路線を踏襲 

したことになる。これに対し国際的には個人ばく 

效の評価が主流であるし、日本産業衛生学会の許 

容基準も個人のばく露についてのものである。有 

害化学物質のばく露に比べて、騒音ばく露による 

量一効果関係は、かなり定量化されている。物理 

エネルギーであることから、瞬時値も平均値も比 

較的簡単に測定•算出できる。また騒音は指向性 

を持っため、作業者の耳の位置や方向が重要な意 

味を持つのである。したがって有害化学物質の分 

析法の限界から決定されて来た経緖のある「場の 

管理」を騒音にも適用することには大いに疑問を 

感じる。またこれによって騒音の個人ばく露計の 

国内マーケットはせばめられるだろうし、現在髙 

価な騒音用個人ばく兹計を今後より安価に入手す 

る可能性は少なくなる。

また有害化学物質濃度測定との画一化という点 

では、1測定点あたり1〇分間の測定時間という点に 

も問題がある。有割匕学物質とは異なり、騒音計 

では瞬時値が簡単に表示される。はたして10分間 

の測定時間が必要だろうか。等価騒音レベルを表
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特集2/騒音障富防止ガイドライン

示しているメーターは、3分ほど経過した後は、ま 

ずldB以上変動しないだろう。測定者は、それを 

ながめながらひたすら10分間の経過を待つことに 

なる。また積分型騒音計の場合は、10分間測定し 

たという証拠は何も残らない。ガイドラインに準 

拠した測定では、1単位作業場所、5地点以上、1時 

間以上というしばりがかかる。1台の騒音計で1時 

間かけてせいぜい5個のデータしか得ないという 

のはあまりに時間の浪费ではないのか。その間に 

もっと対策に結び付くような測定を数多くできは 

しないのか。

—方で、縦横6b以内の間隔の平行線の交点上を 

測定点とすることになったため、大きな工場では 

測定点が百に及ぶということも考えられなくもな 

い。そうなれば、複数の測定器を購入して、人海 

戦術で臨むほかない。ただ測定値の標準偏差が3dB 
以内であれば、間隔を6bを越える長さにしてもよ 

いとされており、測定点数の削減は可能だ。ただ 

し、標準偏差が3dB以内であることを示す最初の測 

定は6m以内の間隔で行うこととされている。

評価方法についていえば、ガイドラインが出さ 

れた当初、85dBを管理基準としたというのが労働 

省の言い分として紹介されていた。85dBという数 

値自身は、たとえば日本産業衛生学会勧告の8時間 

ばく筠の許容基準と同じで、それなりにリーズナ 

ブルにみえる。

しかし、これを有害化学物質の管理濃度(基準) 

と比べてみることにする。有害化学物質の場合は、 

第I管理区分と第II管理区分の境界は、測定値の 

95パーセンタイル値(第1評価値、平均値+ 1.695X 
標準偏差)が管理濃度を越えるとき、第II管理区分 

と第III管理区分の境界線は、算術平均(第2評価値) 

が管理濃度を越えた場合というようにして管理区 

分を決定する仕組みとなっている。そして実のと 

ころ、この管理浪度には、日本産業衛生学会勧告 

の8時間時間荷重平均濃度で表示された許容濃度 

の数値が横滑りで使われているのが現状である。

今回の騒音の評価の場合は、算術平均で行われる 

こととされている。これは有害化学物質の第2評価 

値に相当し、このとき比較される数値は90dBであ 

る。またほとんどの単位作業場所での標準偏差が 

2〜3dBまでにおさまることが予想されることか 

ら、第1評価値は平均値に約5dB加えたものとなる。 

騒音の場合の第I管理区分と第II管理区分の境界 

は、算術平均が85dBを越えるときとされている。 

これは第1評価値(算術平均+約5dB)を90dBと比較 

することにほぼ相当する。このように騒音の管理 

基準を有害物質の管理濃度と比較してみると、実 

質は90dBであって、85dBではない。基準を少しで 

も低く見せようとする労働省の詭弁ともとれなく 

もない。

5おわりに

筆者もこれまで、このガイドラインに準拠した 

作業環境測定を数例実施してきたが、測定結果か 

ら作業場の現状評価はできても、限られた調査日 

程のもとでは、改善につながる測定を実施する時 

間が不足するように感じている。ガイドラインで 

あるうちに、現場から測定•評価方法の改善を提 

起していくことによって有効な「騒音障害防止規 

則」の制定へつなげていく必要があるだろう。

以上のように測定•評価方法については若干の 

疑問も残るが、ガイドラインの策定自体は、とに 

かくも騒音ばく露の被害に眼が向けられるという 

意味で一歩前進したと評価できる。これからは保 

護具の着用方法など現場でのきめ細かな対策が望 

まれるところである。また今後、音源対策などの 

一次対策がどれだけ進むかによっても今回のガイ

ドライン策定の真価が問われるだろう。 €
［参考資料］

「イラスト現場の騒音対策」スウェーデン労働

環境基金原編、山本剛夫監訳、オーム社
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平成4年8月24日付け基発第480号/都道府県労働基準局長宛て労働省労働基準局長通逢

労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律(建設業 

労働災害防止対策関係)、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 

並びに労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部 

を改正する法律(平成4年法律第55号、以下「改正 

法」という。)の施行については、平成4年5月22日 

付け労働省発基第43号(注：「安全tZンター情報」 

92年9月号に全文)により労働事務次官から通違さ 

れたところであるが、同法のうち建設業労働災害 

防止対策関係についてその細部の取扱いについて 

定めたので、その円滑な実施を囡るよう配慮され 

たい。

また、労働安全衛生法施行令の一部を改正する 

政令(平成4年政令第246号)は、平成4年8月24日公 

布され、労働安全衛生規則等の一部を改正する省 

令(平成4年労働省令第24号)は、平成4年明24日公 

布され、それぞれ一定の規定を除き、平成4年10月 

1日から施行されることとなった。

今回の政省令改正は、改正法の施行に伴い所要 

の規定を整備するとともに、最近の労働災害発生 

状況にかんがみ、橋梁の架設等の作業、強烈な騒 

音を発生する場所での作業、移動式クレーンを用 

いる作業等に関する規定の整備充実を図ったもの 

である。

ついては、今回の改正の趣旨を十分に理解し、 

下記の事項に留意して、その運用に遺漏のないよ 

うにされたい。

言己

I〜11(略)

III労働安全衡生規則関係 

第1改正の要点

1改正法関係事項((1)-(9)略)

2改正法関係以外の事項((1H7)、⑽〜(11) 
略)

(8) 強烈な騒音を発する場所については、標識に 

よって明示する等の措置を講じるとともに、保 

證具の使用について掲示を行うこととしたこ 

と。(第583条の2及び第595条関係)

(9) 騎音の測定については、従来、1月以内ごとに 

1回行うこととしていたものを、6月以内ごとに 

1回及び施設等を変更した場合に、等価騒音レベ 

ルを測定することとしたこと。(第590条及び第 

591条関係)

第2細部事項(1〜12略)

13強烈な騒音を発する場所の明示等(第583条の 

2関係)

(1) 「強烈な験音を発する屋内作業堪」とは、等 

価騒音レベルが90デシペル以上の屋内作業場を 

いうものであること。

なお、第13条第1項第2号のチ、第584条及び第 

595条における強烈な騒音を発する場所又は屋 

内作業場についても同様であること。

(2) 「標讖によって明示する等」とは、屋内作業 

場について、強烈な騎音を発する場所とそれ以 

外の場所を、区画物に標讖を付し、又は床上に 

白線、黄線等を引くことにより区画することを 

いうが、屋内作業場の入□等に、強烈な騒音を 

発する屋内作業場である旨を掲示すること等の 

措置を講じることとしても差し支えないこと。
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14騒音の測定等(第590条関係)

「等価騒音レベル」とは、時間とともに変動す 

るS音がある場合、そのレベルを、ある測定時 

間内でこれと等しいエネルギーを持つ定常騒音 

レベルで表示したものであること。

なお、等価騒音レベルは、変動騒音に対する 

人体の生理•心理的な反応とよく対応するとさ 

れているものであること。

15施設等を変更した場合における駐音の測定 

(第591条関係)

施設、設備、作業工程又は作業方法の変更が 

警備であって、かつ当該変更の前後で騒音レベ 

ルの変動が小さいと認められる場合には、本条 

による等価騒音レベルの測定を行う必要がない 

ものであること。

(以下、略)

労働安全衛生規則新旧対照表

新 旧

目次 目次

第3編衛生基準 第3編衛生基準

第1章有害な作業環境 第1章有害な作業環境

(騒音を発する場所の明示等)

第583条の2事業者は、強烈な騒音を発する屋 

内作業場における業務に労働者を従事させ 

るときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発 

する場所であることを労働者が容易に知る 

ことができるよう、標識によって明示する等 

の措謹を講ずるものとする。 第590条削除
(騒音の測定等) (騒音の測定等)

第590条事業者は、第588条に規定する著しい 第591条 事業者は、第588条に規定する著しい

騒音を発する屋内作業場について、@以内 騒音を発する屋内作業場について、以内

ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定 ごとに1回、定期に、騒音レベルを測定しな

しなければならない。 ければならない。(第2項略)

(第2項略)

第591条 事業者は、第588条に夫見定する著しい 

騒音を発する屋内作業場の施設若し<は設 

備を変更し、又は当該屋内作業場における作 

業工程若しくは作業方法を変更した場合に 

は、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなけ 

ればならない。

2前条第2項の規定は、前項の規定による測定 

を行った場合に準用する。

(騒音陳害防止用の保護具) (騒音陳害防止用の保護具)
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第595条事業者は、強烈なg音を発する場所 

における業務においては、当該業務に従事す 

る労働者に使用させるために、耳栓その他の 

保護具を備えなければならない。

2事業者は、前項の業務に従事する労働者に 

耳栓その他の保讓具の使用を命じたときは、 

遅滞な く、当該保讓具を使用しなければなら 

ない旨を、作業中の労働者の見やすい場所に 

掲示しなければならない。

第595条事業者は、強烈な騒音を発する場所 

における業務においては、当該業務に従事す 

る労働者に使用させるために、耳せんその他 

の保讓具を備えなければならない。

労使！省告示第73号(平成4年9月2日) 労働省告示第46号)の一部を次のように改正し、平

穷働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第65条第 

2項の規定に基づき、作業環境測定基準(昭和51年

成4年10月1日から過用する。 

平成4年9月2日
労働大臣近藤鉄雄

改正作業環境測定基準新旧対象表

新 旧

(騒音の測定)

第4条令第21条第3号の屋内作業場(労働安全 

衛生規則第588条各号に掲げる屋内作業場に 

限る。)における等価騒音レベルの測定は、次 

に定めるところによらなければならない。

1測定点は、単位作業場所の床面上に6メ ート 

也以下の等間隔で引いた縱の線と横の線と 

の交点の床上1201Zンチメ ートル以上150tz 
ンチメートル以下の位置(設備等があって測 

定が著し < 困難な場所を除く。)とすること。 

ただし、単位作業場所における騒音レベルが 

ほぼ均一であることが明らかなときは、測定 

点に係る交点は、当該単位作業場所の床

(騒音の測定)

第4条 令第21条第3号の屋内作業場(労働安全 

衛生規則第588条各号に掲げる屋内作業場に 

限る。)における騒音レペルの測定は、次に定 

めるところによらなければならない。

1測定点は、単位作業場所の床面上に5メ ート 

生以下の等間隔で引いた縦の線と横の線と 

の交点の床上120せンチメ ートル以上150セ 

ンチメートル以下の位圍(設備等があって測 

定が著しく困難な場所を除く。)とすること。 

この場合において、測定点は、単位作業場所 

について3以上となるようにすること。
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新

面上に6メートルを超える等間隔で引いた縱 

の線と横の線との交点とすることができる。 

2前号の規定にかかわらず、同号の規定によ 

リ測定点が5に満たないこととなる場合にあ 

っても、測定点は、単位作業場所にっいて5 
以上とすること。ただし、単位作業場所が著 

し く 狭い環所であって、当該作業場所におけ 

る騒音レペルがほぼ均一であることが明ら 

かなときは、この限りでない。

3音源に近接する場所において作業が行われ 

る単位作業場所にあっては、前2号に定める 

測定のほか、当該作業が行われる時間のう 

ち、騒音レベルが最も大きくなると思われる 

時間に、当該作業が行われる位置において測 

定を行うこと。

4測定は、次に定めるところによること。 

イ 測定に用いる機器(以下「騒音討」とい 

う。)は、日本工業規格01502(普通越音計) 

に定める規格に過合するもの又はこれと 

同等以上の性能を有するものであること。 

□騒音討の周波数補正回路のA特性で行 

うこと。

ハ(削除)

51の測定点における等価騒音レベルの測定 

時間は、10分間以上の継統した時間とするこ 

と〇

2 測定は、次に定めるところによること。 

イ測定に用いる機器(以下「騒音計」とい 

う。)は、日本工業規格C1502(普通騒音言十) 

に定める規格に過合するもの又はこれと 

同等以上の性能を有するものであること。 

□騒音計の聴感数補正回路のA特性で行 

うこと。

1\普通騒音討にあっては速い動特性、普通

S音計以外の题音討にあつてはこれに準 

じた動特性で行うこと。

31の測定点における測定値は、次に定めると 

ころによること。

イ越音計の指示値が変動しない場合には、 

当該指示値とすること。

ロ騒音計の指示値がおおむね規則的に変 

勤する場合には、当該指示値の最大値とす 

ること。

ハ越音計の指示値が不規則に変動する壌 

合には、おおむね5秒間における最大値を
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新 旧

2 (削除)

10回以上読み取り、当該指示値を算術平均値 

で得た値とすること。

2前項第1号の測定点は、すでに当該作業場に 

ついて作業環境測定が行われていたことが 

ある場合には、前回行われた作業環境測定に 

おける測定点と同一の位置にすること。ただ 

し、単位作業場所が異なることとなったとき 

は、この限りでない。

基発第545号
平成4年10月旧

都迫府県労働基辛局長殿

労働省労働基準局長

作業環境測定基準の

-部改正について

作業環境測定基準の一部を改正する件(平成4年 

労働省告示第73号)は、平成4年9月2日に告示され、 

同年10月1日から施行されることとなった。

今回の改正は、騒音の作業環境測定に係る技術 

的知見が集積されるとともに、労働安全衛生規則 

等の一部を改正する省令(平成4年労働省令第24 
号)によリ、労働安全衛生規則の騒音の測定に係る 

規定が改正されたことに伴い行われたものであ 

る〇

ついては、下記事項を了知の上、関係者への周 

扣徹底を囡るとともに、その運用に通憾なきを期 

されたい。

なお、昭和51年6月14日付け基発第454号「作業 

環境測定基準の施行について」の記の3(第4条関 

係)及び昭和57年6月14日付け基発第412号「作業環 

境測定基準の一部改正について」の記の2(第4条関 

係)は削除する。

言己 

第1改正の要点

1労働安全衛生規則第588条に規定する屋内作 

業場における騒音の測定について、単位作業場所 

における騒音の平均的な状態を把握するための測 

定に係る測定点の設定方法、測定時間等に関し所 

要の整備を図ることとした。

2音源に近接する場所において作業が行われる 

単位作業場所にあっては、騒音レベルが最も大き 

くなると思われる時間に、当該作業が行われる位 

置において等価騒音レベルを測定することとした 

こと。

第2細部事項

1第4条関係
本条第1号から第2号の測定(以下「A測定」とい 

う。)における単位作業場所の設定に当たっては、 

おおむね80デシベル以上の区域に限定して差し支 

えないこと。
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2第4条第1号関係
(1) 縱の線と横の線の間隔とは、必ずしも同一で 

ある必要はないが、縱方向及び横方向ごとの線 

の間隔は、同一としなければならないものであ 

ること。

(2) 測定点の設定は、縱の線と横の線との交点の 

うち、設備等があるため測定が著しく困難な位 

圔における交点を除いたすべての交点を測定点 

とするものであること。

(3) 本号ただし書の趣旨は、単位作業場所におけ 

る騒音レベルがほぼ均一である場合には、必ず 

しも6メートル以下の等間隔で測定点をとらな 

くても作業環境の実態を把握することが可能で 

あることから、測定点の間隔を広げても差し支 

えないこととしたものであること。

(4) 本号ただし書の「騒音レベルがほぼ均一であ 

ることが明らかなとき」とは、過去において単 

位作業壩所当たり5以上の測定点で測定を実施 

した作業環境測定結栗の記録により、測定値の 

標準偏差が3デシペル以下であることが明らか 

であり、かつ、当該測定の実施後、施設又は作 

業工程等の変更による騒音レベルの分布に変化 

がないときであること。

なお、上記測定は、本告示の過用後に実施した 

ものによることが望ましいものであること。 

3第4条第2号関係
(1) 本号本文の場合には、縱の線若しくは横の線 

の間隔の変更又は交点の基点の移動を行うこと 

などにより、測定点を5以上としなければならな 

いものであること。•

(2) 本号ただし書の「単位作業場所が著しく狹い 

場合」とは、単位作業場所の広さがおおむね30 
平方メートル以下である場合をいうものである 

こと。

4第4条第3号関係
(1)本号の測定(以下「B測定」という。)はA測定 

を補完するための測定であるので、A測定の測

定点の他にB測定の測定点を追加して行うべき 

ものであること。

(2) 「騒音レペルが最も大き<なると思われる時 

間」とは、騒音レベルが最も高くなることが、 

生産工程、作業態様又は作業環境に関する情報 

及びこれらに関する過去のデータ等から推定さ 

れる時間をいうものであること。

(3) 「当該作業が行われる位窗」とは、音源に近 

接する場所において作業を行っている労働者の 

位置をいうものであること。

5第4条第4号関係
(1) イの「これと同等以上の性能を有するもの」 

には、日本工業規格C1505(精密騒音計)に定める 

規格に過合するものが含まれるものであるこ 

と。

(2) □の「睡感補正回路」を「周波数補正回路j 
と改めたのは、日本工業規格C1502(普通騒音計) 

及ぴC1505に規定する用語に合わせたものであ 

ること。

6第4条第5号関係
間欠的な騒音又は不規則に変動する騒音を考 

慮して、1測定点における騒音の測定時間を10分 

間以上の継続した時間としたものであること。 

なお、騒音レベルの日内変動を考慮して、1単位 

作業場所におけるA測定の開始から終アまでの 

時間は1時間以上とすることが望まし igni 

いものであること。 tlll9

NOISE
CONTROL
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1目的 に定める方法による等価騒音レベルの測定

本ガイドラインは、労働安全衛生法令に基づく

措置を含め騒音卩草害防止対策を講ずることによ 

(以下「A測定」という。)

②音源に近接する場所において作業が行われ

り、騒音作業に従事する労働者の騒音障害を防止

することを目的とする。

2 S音作業
本ガイドラインの対象とする騒音作業は、別表 

第1及び別表第2に掲げる作業場における業務を 

いう。

3事業者の賣務

別表第1及び別表第2に掲げる作業場を有する 

事業者(以下「事業者」という。)は、当該作業場に 

ついて、本ガイドラインに基づき過切な措匾を講 

ずることにより、騒音レベルの低減化等に努める 

る単位作業場にあっては、作業環境測定基準 

第4条第3号に定める方法による等価S音レベ 

ルの測定(以下「巳測定」という。)

(ロ)測定は、6月以内ごとに1回、定期に行うこと。 

ただし、施設、設備、作業工程又は作業方法を 

変更した場合は、その都度、測定すること。 

(ハ)測定は、作業が定常的に行われている時間帯 

に、1測定点について10分間以上継続して行うこ 

と。

□作業環境測定結果の評価

事業者は、単位作業場所ごとに、次の表によ

ものとする。 り、作業環境測定結栗の評価を行うこと。

4計画の届出

事業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57 
号)第88条の規定に基づく 計画の届出を行う場合 

において、当該計画が別表第1又は別表第2に掲 

げる作業場に係るものであるときは、届出に騒音 

P華害防止対策の概要を示す書面又は囡面を添付す 

ること。

J\管理区分ごとの対策

事業者は、作業環境測定結栗の評価結果に基 

づき、管理区分ごとに、それぞれ次の措圍を講 

ずること。

(イ)第I管理区分の場合

第I管理区分に区分された場所については、 

当該場所における作業環境の継磅的維持に努め

5作業環境管理及び作業管

理

(1)屋内作業場

イ作業環境測定

(イ)亭業者は、別表第1に掲 

ける屋内作業場及び別表第 

2に掲げる作業場のうち屋 

内作業場について、次の測 

定を行うこと。

①作業環境測定基準(昭 

扣51年労働省告示第46 
号)第4条第1号及び第2号

備考1「A測定平均値」は、算術平均して求めること。

2 「A測定平均値jの算定には、80dB(A)未满の測定値は含め 

ないこと。

B 測 定

85dB(A)未満 85dB(A)以上
90dB(A)未満 90dB( A)以上

A
測

定S

値

85dB(A)未満 第I管理区分 第II管理区分 第III管理区分
85dB( A)以上
90dB(A)未満 第II管理区分 第II管理区分 第III管理区分

90dB(A)以上 第III管理区分 第III管理区分 第III管理区分

3 A測定のみを実施した場台は、表中のB測定の欄は85dB(A) 
未満の棚を用いて評価を行うこと。
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ること。

(ロ)第II管理区分の場合

① 第II管理区分に区分された場所について 

は、当該場所を標讖によって明示する等の措 

置を講ずること。

② 施設、設備、作業工程又は作業法の点検を 

行い、その結果に基づき、施設又は設備の設 

置又は整備、作業工程又は作業方法の改善そ 

の他作業環境を改善するため必要な措置を講 

じ、当該場所の管理区分が第I管理区分とな 

るよう努めること。

③ 騒音作業に従事する労働者に対し、必要に 

応じ、防音保護具を使用させること。

(ハ)第III管理区分の場合

① 第ill管理区分に区分された場所について 

は、当該場所を標讖によって明示する等の措 

置を講ずること。

② 施設、設備、作業工程又は作業方法の点検 

を行い、その結果に基づき、施設又は設備の 

設證又は整備、作業工程又は作業方法の改善 

その他作業環境を改善するため必要な措匾を 

講じ、当該場所の管理区分が第I管理区分又 

は第II管理区分となるようにすること。

なお、作業環境を改善するための措_を講 

じたときは、その効果を確認するため、当該 

場所について作業環境測定を行い、その結果 

の評価を行うこと。

③ 騒音作業に従事する労働者に防音保護具を 

使用させるとともに、防音保護具の使用につ 

いて、作業中の労働者の見やすい場所に掲示 

すること。

二測定結果等の記録

事業者は、作業環境測定を実施し、測定結果 

の評価を行ったときは、その都度、次の事項を 

記録して、これを3年間保存すること。

① 測定日時

② 測定方法

③ 測定箇所

④ 測定条件

⑤ 測定結果

⑥ 評価日時

⑦ 評価箇所

⑧ 評価結果

⑨ 測定及び評価を実施した者の氏名

⑩ 測定及び評価の結果に基づいて改善措置を 

講じたときは、当該措置の槪要

(2)屋内作業場以外の作業場

イ測定

(イ)事業者は、別表第2に掲げる作業場のうち屋 

内作業場以外の作業場につぃては、音源に近接 

する場所におぃて作業が行われてぃる時間のう 

ち、騒音レベルが最も大きくなると思われる時 

間に、当該作業が行われる位置におぃて等価騒 

音レベルの測定を行うこと。

(ロ)測定は、施設、設備、作業工程又は作業方法 

を変更した場合に、その都度行うこと。

□測定結栗に基づく措置

事業者は、測定結果に基づき、次の措置を講 

ずること。

(イ)85dB(A)以上90dB(A)未満の場合

騒音作業に従事する労働者に対し、必要に応 

じ、防音保讓具を使用させること。

(□)90dB(A)以上の場合

騒音作業に従事する労働者に防音保護具を使 

用させるとともに、防音保護具の使用につぃて、 

作業中の労働者の見やすぃ場所に掲示するこ 

と。

6健康管理

(1)健康診断

イ雇入時等健康診断

事業者は、騒音作業に常時従事する労働者に 

対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替 

えの際に、次の項目について、医師による健康 

診断を行うこと。
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① 既往歴の調査

② 業務歴の調査

③ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

④ オージオメータによる250、500、1.00〇、 

2.000、4,000、8.000ヘルツにおける聴力の検 

査

⑤ その他医師が必要と認める検査 

ロ定期健康診断

事業者は、騒音作業に常時従事する労働者に 

対し、6月以内ごとに1回、定期に、次の項目に 

ついて、医師による健康診断を行うこと。

① 既往歴の調査

② 業務歴の調査

③ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

④ オージオメータによる1,000ヘルツ及び 

4.000ヘルツにおける選別聴力検査

事業者は、上記の健康診断の結栗、医師が必 

要と認める者については、次の項目について、 

医師による健康診断を行うこと。

① オージオメータによる250、500、1.00〇、

2.000、4.000、8.000ヘルツにおける聴力の検 

査

② その他医師が必要と認める検査 

(2 )健康診断結果に基づく事後措置

事業者は、健康診断の結果に応じて、次に掲げ 

る措置を講ずること。

イ前駆期の症状が認められる者及び軽度の聴力 

低下が認められる者に対しては、屋内作業場に 

あっては第II管理区分に区分された場所、屋内 

作業場以外のI乍業場にあっては等価騒音レベル 

で85dB(A)以上90dB(A)未満の作業場においても 

防音保護具の使用を励行させるほか、必要な措 

置を講ずること。

ロ中等度以上の聴力低下が認められ、聴力低下 

が進行するおそれがある者に対しては、防音保 

護具使用の励行のほか、騒音作業に従事する時 

間の短縮等必要な措置を講ずること。

(3)健康診断結果の記録と報告

事業者は、雇入時等又は定期の健康診断を実施 

したときは、その結果を記録し、5年間保存するこ 

と。

また、定期健康診断については、実施後遅滞な 

く、その結果を所轄労働基準監督署長に報告する 

こと。

7労働衛生教育

事業者は、常時騒音作業に労働者を従事させよ 

うとするときは、当該労働者に対し、次の科目に 

ついて労働衛生教育を行うこと。

① 騒音の人体に及ぼす影響

② 適正な作業環境の確保と維持管理

③ 防音保讓具の使用の方法

④ 改善事例及び関係法令

(別表第1)
(1) 銘打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気 

によリ駆動される機械又は器具を取り扱う業務 

を行う屋内作業場

(2) □-ル機、圧延機等による金属の圧延、伸線、 

ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによ 

るひずみ取り及ぴ板曲げ並びにダイスによる線 

弓Iきの業務を除く。)を行う屋内作業場

(3) 動力によリ駆動されるハンマーを用いる金属 

の鍛造又は成型の業務を行う屋内作業場

(4) タンブラーによる金属製品の研磨又は砂落し 

の業務を行う屋内作業場

(5) 動力によリチェーン等を用いてドラムかんを 

洗浄する業務を行う屋内作業場

(6) ドラムバーカーによリ、木材を削皮する業務を 

行う屋内作業場

⑺チッパーによりチップする業務を行う屋内作 

業場

(8)多闾抄紙機によリ紙をすく 業務を行う屋内作 

業場
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(別表第2)
(1) インバクトレンチ、ナットランナー、電動ドラ 

イバー等を用い、ボルト、ナット等の締め付け、 

取り外しの業務を行う作業場

(2) ショットブラストにより金属の研磨の業務を 

行う作業場

(3) 携帯用研削盤、ペルトグラインダー、チッピン 

グハンマー等を用いて金属の表面の研削又は研 

磨の業務を行う作業場

(4) 動カプレス(油圧プレス及びプレスブレーキを 

除く。)により、鋼板の曲げ、絞り、せん断等の 

業務を行う作業場

(5) シャーにより、鋼板を連綾的に切断する業務を

行う作業場

(6) 動力により鋼線を切断し、くぎ、ボルト等の連 

続的な製造の業務を行う作業場

(7) 金属を溶融し、鏡鉄製品、合金製品等の成型の 

業務を行う作業場

(8) 髙圧酸素ガスにより、鋼Wの溶断の業務を行う 

作業場

(9) 鋼W、金属製品等の□ール搬送等の業務を行う 

作業場

(W)乾燥したガラスM料を振動フィーターで搬送 

する業務を行う作業場

(11) 鋼管をスキッド上で検査する業務を行う作業 

場

(12) 動力卷取機により、鋼板、線Wを巻き取る業 

務を行う作業場

(13) /\ンマーを用いて金属の打挈又は成型の業務 

を行う作業場

(14) 圧縮空気を用いて溶融金属を吹き付ける業務 

を行う作業場

(15) ガスバーナーにより金属表面のキスを取る業 

務を行う作業場

(16) 丸のこ盤を用いて金属を切断する業務を行う 

作業場

(17) 内燃機関の製造工場又は修理工場で、内燃機

関の試運転の業務を行う作業場

(18) 動力により駆動する回転6S石を用いて、のこ 

歯を目立てする業務を行う作業場

(19) 衝擎式造形機を用いて砂型を造形する業務を

行う作業場

(20) コンクリートバネル等を製造する工程におい 

て、テーブルバイブレータにより締め固めの業 

務を行う作業場

(21) 振動式型ばらし機を用いて砂型より鏡物を取 

り出す業務を行う作業場

(22) 動力によリガスケットをは  く 離する業務を行‘ 

う作業場

(23) びん、ブリキかん等の製造、充てん、冷却、 

ラベル表示、洗浄等の業務を行う作業場

(24) 射出成型機を用いてプラスチックの押出し、 

切断の業務を行う作業場

(25) プラスチック原料等を動力により混合する業 

務を行う作業場

(26) みそ製造工程において動力機械によリ大豆の 

選別の業務を行う作業場

(27) ロ ール機を用いてゴムを練る業務を行う作業 

場

(28) ゴムホースを製造する工程において、ホース 

内の内紙を編上機により編み上げる業務を行う 

作業場

(29) 織機を用いてガラス繊維等原糸を織布する業 

務を行う作業場

(30) ダブルツインスター等髙速回転の機械を用い 

て、ねん糸又は加工糸の製造の業務を行う作業 

場

(31) カップ成型機により、紙カップを成型する業 

務を行う作業場

(32) モノタイプ、キャスター等を用いて、活字の

銪造の業務を行う作業場

(33) コルゲータマシンによリダンボール製造の業

務を行う作業場

(34) 動力により、原紙、ダンボール紙等の連続的
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な折り曲げ又は切断の業務を行う作業場

(35) 髙速輪転機により印刷の業務を行う作業場

(36) 髙圧水によリ鋼管の検査の業務を行う作業場

(37) 髙圧リムーバを用いてI Cバッケージのパリ

(45) 裁断機により石切を裁断する業務を行う作業 

場

(46) 車兩系建設機械を用いて掘削又は積込みの業

務を行う坑内の作業場

取リの業務を行う作業場

(38) 圧縮空気を吹き付けることによリ、物の選別、 

取出し、はく雕、乾燥等の業務を行う作業場

(39) 乾燥設備を使用する業務を行う作業場

(47)さく岩機、コーキングハンマ、スケーリング 

ハンマ、コンクリートブレーカ等圧縮空気によ

リ駆動される手持動カエ具を取リ扱う業務を行 

う作業場

(40) 電気炉、ポイラー又はエアコンプレッサーの

運転業務を行う作業場

(41) ディーセルエンジンによリ発電の業務を行う

作業場

(42) 多数の機械を集中して使用することにより製 

造、加工又は搬送の業務を行う作業場

(43) 岩石又は鉱物を動力によリ破砕し、又は粉砕 

する業務を行う作業場

(48) コンクリートカッタを用いて道路鋪装のアス

ファルト等を切断する業務を行う作業場

(49) チェーンソー又は刈払機を用いて立木の伐 

採、草木の列払い等の業務を行う作業場

(50) 丸のこ盤、帯んこ盤等木材加工用機械を用い 

て木Wを切断する業務を行う作業場

(51) 水圧バーカー又はヘッドバーカーにより、木

Wを削皮する業務を行う作業場

(44)振動式スクリーンを用いて、土石をふるい分

ける業務を行う作業場

(52)空港の駐機場所において、航空機への指示誘 

導、給油、荷物の積込み等の業務を行う作業場

る〇

労働省基発第546号
平成4年10月1日

都道府県労働基準局長殿

労働省労働基準局長

騒音障害防止のためのガイド 

ラインの策定について

今般、これら労働安全衛生規則に基づく措置を 

含め事業者が自主的に講ずることが望ましい騒音 

P阜害防止対策を体系化し、別添のとおり「騒音陣 

害防止のためのガイドライン」を策定した。

ついては、関係事業場に対し、本ガイドライン 

の周知、徹底を囡り、騒音障害防止対策の一層の 

推進に遺憾なきを期されたい。

なお、関係事業者団体等に対しては、本職より 

別紙1から4(略)のとおリ要請を行なったのでア知 

されたい。

騒音陣害の防止については、いまだ多くの騒音 

性難聴の発症を見ている状況にかんがみ、平成4年 

8月24日に労働安全衛生規則等の一部を改正する 

省令(平成4年労働省令第24号)を公布し、騒音陣 

害防止対策の充実を図ることとしたところであ

おって、本通逢をもって、昭和31年5月18日付け 

基発第308号「特殊健康診断指導指針について」の 

うち「4強烈な騒音を発する場所における業務」 

に係る部分については、これを削除する。
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騒音障害防止のための

ガイドラインの解説

本解説は、「騒音障害防止のためのガイドライ 

ン」の趣旨、運用上の留意点、内容の説明を記し 

たものである。

「1目的」について

騒音性難聴は長期的には減少傾向にあるが、現 

在においても多くの発生をみており、看過できな 

い状況にある。

また、近年、国際労働機関(丨L〇)、国際基準 

化機搆(i s〇)等の国際機関や欧米諸国におい 

て、新たに等価騒音レベルを用いた騒音ばく露の 

許容基準が提案されている。

こうした動向を踏まえ、従来からの騒音障害防 

止対策を見直し、今般、騒音レベルの測定、健康 

管理、労働衛生教育からなる「騒音陣害防止のた 

めのガイドライン」を定めたものである。 

「2騒音作業」について

別表第1は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省 

令第32号)第588条及び第590条の規定に基づき、6 
月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定 

することが義務付けられている屋内作業場を掲げ 

たものであり、別表第2は、各種の測定結栗から 

等価騒音レベルで85dB(A)以上になる可能性が大 

きい作業場を掲げたものである。

なお、これらに掲げられていない作業場であっ 

ても、騒音レベルが髙いと思われる場合には、本 

ガイドラインと同様な騒音障害防止対策を講ずる 

ことが望ましい。

「3事業者の債務」について

本ガイドラインは、標準的かつ必要最小限と考 

えられる対策を体系的にとりまとめたものであ 

る。したがって、事業者は、これをもとに騒音作 

業の実態に応じた騒音発生源対策、伝ぱ経路対策 

を講ずる必要がある。

また、本ガイドラインを適正に運用するために 

は、労働衛生管理体制の整備と各級管理者の活動 

が基本となるが、騒音作業に従事する労働者がそ 

の趣旨を理解し、対策の遵守、協力に努めること 

も極めて重要であることから、遇切な労働衛生教 

育を実施することが不可欠である。さらに、機械 

設備等製造業者が、騒音発生源となる機械設備等 

について、設討、製造段階からの低騒音化対策に 

努めることが必要である。

「5作業環境管理及び作業管理」について 

(1)等価騒音レベル

等価騒音レベルについては、日本工業規格(J I 
S)のZ873K1983)において「騒音レベルが時間と 

ともに変化する場合、測定時間内でこれと等しい 

平均二重音圧を与える連緒定常音の騒音レベル。 

単位はデシベル、単位記号はdB(A)〇」と定義され 

ており、次の式で表される。

La.«,t=ioios.〇dt〕 

T :時刻t,に始まり時亥れ2に終わる実測時間

PA(t):A特性音圧
Po :基準 圧(20MP.)

等価騎音レベルの物理的意味は、囡1に示すよう 

に、時間とともに変動する騒音(し(t))がある場 

合、そのレベルを、ある時間(T = t?-ti)の範囲内 

でこれと等しいエネルギーをもつ定常騒音の騒音 

レベルで表現するということである。等価騒音レ 

ベルは、変動騒音に対する人間の生理•心理的反 

応とよ<対応することが多<の研究で明らかにさ 

れており、一般環境や作業環境における騒音の大 

きさを表す代表値として、近年、国際的に広く 用 

いられるようになり、IL〇、I SO等の許容基 

準にも取り入れられている。

(2 )作業環境測定
イ等価騒音レベルの測定については、特に測定 

の実施者を定めていないが、測定結果が対策の 

基本になることから、週正な測定を行なう必要 

がある。このため、測定は、作業環境測定士や
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衛生管理者など事業場における労働衛生管理の 

実務に直接携わる者に実施させるか、又は作 

業環境測定機関に委託して実施することが望ま 

しい。

□ 作業環境測定は、作業環境の評価が第I管理 

区分となる場合であっても、作業環境の評価を 

継続的に行なうため、6月以内ごとに1回、定期 

に行なう必要がある。

ハA測定は、単位作業場所の平均的な作業環境 

を調べるのが目的であるので、作業が定常的に 

行なわれている時間に行なう必要がある。また、 

時間の経過に伴う作業環境の状態の変化も同時 

に調べるため

に、測定点ごと 表1
に測定時刻をず

らして行なうの

が望ましい。

しかし、単位

作業場によって

は、平均的な作

業環境状態から

は予測しにくい

大きい騒音にさ

らされる危険が

ある。日測定は、

このような場合

を想定し、音源

に近挎する場所

において作業が

行なわれる単位作業場所にあっては、その作業 

が行なわれる時間のうち、騒音レベルが最も大 

きくなると思われる時間に、当該作業が行なわ 

れる位置における等価騒音レベルを測定するも 

のである。

二等価騒音レベルは、積分型騒音討を用いれば 

直接求めることができるが、普通騒音計を用い 

て、実測時間全体にわたって一定時間間隔zltご 

とに騒音レベルを測定し、その結栗から次式に 

よリ求めることもできる。

La.,, t=1010Qio |QLai/io4-10La2/io-|-…|()LAnハ〇り

Lai、La2. Las. • .La”： HSレベルの測定値 

n :測定値の蛇数

(3)管理区分ごとの対策

イ「第II管理区分又は第III管理区分に区分され 

た場所を標讖によって明示する等」とは、屋内 

作業について、第II管理区分又は第III管理区分 

に区分された場所とそれ以外の場所を、区画物 

に標讖を付し、又は床上に白線、黄線等を引く

代表的な騒音対策の方法

分 類 方 法 具 体 例

1騒音発生源対策 発生源の低騒音下 

発生原因の除去 

遮音 

消音 

防振 

制振 

運転方法の改善

低騒音型機械の採用

給油、不釣合調整、部品交換など 

防音カバー、ラギング

消音器、吸音ダクト

防振ゴ厶の取り付け 

制振材の装着

自動化、配置の変更など

2伝ぱ経路対策 距離減衰 

遮蔽効果 

吸音

指向性

配置の変更など 

遮蔽物、防音塀 

建屋内部の消音処理 

音源の向きの変更

3 受音者対策 遮音 

作業方法の改善

耳の保證

防音監視室

作業スケジュールの調整、速隔操

作など

耳栓、耳覆い

J
l
v
l
n
p
〕
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ことにより区画することをいうが、屋内作業場 

の入り口等に、騷音レベルの鬲い屋内作業場で 

ある旨を掲示すること等の措置を講ずることと 

しても差し支えない。

また、第II管理区分又は第ill管理区分に区分 

された場所が混在する場合には、これらの場所 

を区別することなく、ひとつの場所として明示 

しても差し支えない。

□施設、設備、作業工程等における騒音発生源 

対策及び伝(ゴ経路対策並びに騒音作業従事者に 

対する受音者対策の代表的な方法は表1のとお 

りである。

なお、これらの对策を講ずるに当たっては、 

改善事例を参考にするとともに、労働銜生コン 

サルタント等の専門家を活用することが望まし 

い〇

ハ 作業環境を改善するための措置を講じたとき 

は、その確認のため、作業環境の測定及び評価 

を行なうことが重要であるが、測定及び評価は 

措置を講ずる前に行なった方法と同じ方法で行 

なう。

二防音保讓具の使用に当たっては、次の点に留 

意する必要がある。

a防音保讓具は、騒音発生源対策、伝ば経路対 

策等による®音の低減化が十分に行なうことが 

できない場合に、二次的に使用するものである 

こと。

b防音保護具には耳栓と耳覆い(イヤーマフ)が 

あり、耳栓は遮音性能により一種(低音から髙音 

までを遮音するもの)と二種(主として高音を遮 

音するもので、会話域程度の低音を比較的通す 

もの)に区分されていること。

耳栓と耳覆いのどちらを選ぶかは、作業の性 

質や騒音の特性で決まるが、非常に強烈な騒音 

に対しては耳栓と耳覆いの併用が有効であるこ 

と。

c耳栓を使用する場合、人によって耳の穴の形

や大きさが異なるので、その人に過したものを 

使用すること。

d防音保護具は、装着の緩みや隙間があると十 

分な効果が得られないので、正しく使用するこ 

と。また、作業中、緩んだ場合には、その都度 

装着し直すこと。

e騒音作業を有する作業場では、会話によるコ 

ミュニケーションが阻害される場合が多いが、 

防音保讓具の使用はさらにこれを増大するの 

で、過切な意志伝達手段を考える必要があるこ 

と。また、非常の際の警報には音Sではなく、 

赤色回転灯などを用いて二次災害の防止に配慮 

すること。

f 第II管理区分に区分された場所において、前 

駆期の症状が認められる者及び好度の聴力低下 

が認められる者が作業に従事する場合には、当 

該労働者に防音保讓具を使用させること。

(4)測定結果等の記録

イ 作業環境測定を行ったときは、測定結果、評 

価結栗等を記録して、これを3年間保存する。

なお、第II管理区分又は第III管理区分に区分 

された場所における測定結栗、評価結栗等につ 

いては、5年間保存することが望ましい。

□ 「測定方法」とは、測定器の種類、形式等をい 

ぅ。

J\ 「測定国所」の記録は、測定を行った作業場の 

見取図に測定国所を記入する。

二「測定条件」とは、測定時の作業の内容、稼動 

していた機械、設備等の名称及びその位置、測 

定結果に影饗を最も与える音源の名称及びその 

位置のほか、マイクロホンの設置髙さ、窓など 

の開閉状態等をいう。

ホ「測定結栗」については、A測定の測定値、そ 

の算術平均値及びB測定の測定値を記録する。 

へ「評価結果」には、第I管理区分から第III管理 

区分までの該当する区分を記録する。 

(5 )屋内作業場以外の作業場における測定及び測
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定結果に基づく措置

イ屋内作業場以外の作業場に係る測定について 

は、騒音発生源が作業により移動する手持動力 

工具を取り扱う業務が多いことから、屋内作業 

場における作業環境測定基準に基づ< 測定を行 

う必要はなく、音源に近接する場所において作 

業を行う者の位置で測定を行えば足りるもので 

ある〇

ロ測定結果に基づく措置は、最少限のものとし 

て防音保護具の使用及び防音保護具を使用しな 

ければならない旨の掲示を示しているが、屋内 

作業場における措置と同様に、施設、設備、作 

業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に. 

基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業エ 

程又は作業方法の改善その他作業環境を改善す 

るために必要な措置を講じ、当該作業場の騒音 

レベルをできる限り低減する努力を行う必要が 

ある〇

ハ 測定結果が85dB(A)以上90dB(A)未満の場所に 

おいて、前駆期の症状が認められる者及び軽度 

の聴力低下が認められる者が作業に従事する場 

合には、当該労働者に防音保護具を使用させる 

こと。

「6 健康管理」について

(1)健康診断の目的

職場における健康診断の一般的な目的は、職場 

において健康を阻害する諸因子による健康影醫の 

早期発見及び総合的な健康状況の把握のみなら 

ず、労働者が当該作業に就業して良いか(就業の可 

否)、あるいは作業に引き続き従事して良いか(過 

正配置)を判断することにある。すなわち、労働者 

の健康状態を経時的変化を踏まえて総合的に把握 

したうえで、保健指導、作業管理あるいは作業環 

境管理にフィードバックすることにより、労働者 

が常に健康な状態で働けるようにすることであ 

る。

この意味において、騒音作業に係る健康診断の

具体的目的は、以下の二つに大別できる。 

a騒音作業従事労働者の聴力の程度、変化、耳 

鳴り等の症状及ぴ騒音ばく露状況を調ペ、個人 

の健康管理を進める資料とすること。

b集団としての騒音の影響を調ペ、騒音管理を 

進める資料とすること。

(2) 健康管理の体系

健康管理の体系は図2のとおりである。

(3) 健康診断の種類

イ雇入時等健康診断

騒音作業に常時従事する労働者を新たに雇入 

れ、又は当該業務へ配置転換するとき(以下「雇 

入れ時等」という。)に実施する聴力検査の検査 

結果は、将来にわたる聴覚管理の基準として活 

用されることから極めて重要な意味を持つもの 

である。

このため、雇入時等健康診断においては、定 

期健康診断の選別聴力検査に代えて、250ヘルツ 

から8.000ヘルツまでの聴力の検査を行うこと 

としたものであること。

したがって、雇入れ時等以前に、既に中耳炎 

後遴症、頭頸部外價後遺症、メニエール病、耳 

器毒(耳に悪影選を及ぼす毒物)の使用、突発性 

難聴などで聴力が低下している者、あるいは過 

去に騒音作業に従事してすでに騒音性難聴を示 

している者、日常生活においてヘッドホン等に 

よる音楽鑑莨を行うことにより聴力障害の兆候 

を示す者について、各周波数ごとの正確な聴力 

を把握することが特に重要となる。

□定期健康診断

騒音作業従事労働者の聴力の経時的変化を調 

ベ、個人及び集団としての騒音の影客をいち早 

く知り、聴覚管理の基礎資料とするとともに、 

作業環境管理及び作業管理に反映させることが 

重要である。

定期健康診断は6月以内ごとに1回、定期に行 

うことが原則であるが、労働安全衛生規則第44
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図2健康管理の体系

条又は第

45条の規

定に基づ

く定期健

康診断が

6月以内
に行われ

た場合

(オージ

オメータ

を使用し

て、1.000
ヘルツ及

ぴ4.000
ヘルツに

おける選

別聴力検

査が行わ

れた場合

に限る。)

には、こ

れを本ガ

イドライ

ンに基づ

く定期健

康診断

(ただし、

オージオ

メータに

よ る

1.000ヘルツ及び4.000ヘルツにおける選別聴力 

検査の項目に限る。)とみなして差し支えない。

また、第I管理区分に区分された場所又は屋 

内作業場以外の作業場で測定結果が85dB(A)未 

満の場所における業務に従事する労働者につい 

ては、本ガイドラインに基づく定期健康診断を 

省略しても差し支えない。

なお、オージオメータを使用して、1.000ヘル 

ツ及び4.000ヘルツにおける選別聴力検査のみ 

を行ったのでは、騒音性難聴のごく初期の段階 

では、所見なしと利断される可能性がある。し 

たがって、2回の定期健康診断のうち1回は、

1.000ヘルツ及び4.000ヘルツにおける閾値を検 

査することが望ましい。
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ハ離職時等健康診断

離職時又は騒音作業以外の作業への配置転換 

時(以下「雕職時等」という。)の聴力の程度を把 

握するため、離職時の前6月以内に定期健康診断 

を行っていない場合には、定期健康診断と同じ 

項目の検査を行うことが望ましい。

(4)検査の方法

イ 既往歴•業務歴の調査及び自他覓症状の有無 

の検査

暁力検査を実施する前に、あらかじめ騒音の 

ばく露®、特に現在の騒音作業の内容、騒音レ 

ベル、作業時間について調査するとともに、耳 

栓、耳覆いなどの保護具の使用状況も把握して 

おく。さらに、現在の自覚症状として、耳鳴リ、 

難聴の有無あるいは最近の疾患などについて問 

視診により把握する。

□1.000ヘルツ及び4.000ヘルツにおける選別聴

力検査

オージオメータによる選別聴力検査は、1.000 
ヘルツについては30dB、4.000ヘルツにおける 

40dBの音圧の純音が閭こえるかどうかの検査を 

行ぅ,

なお、検査は、検査音の聴取に影報を及ばさ 

ない静かな場所で行う。

ハ 250、500、1,00〇. 2.000、4,000、8.000ヘル 

ツにおける聴力の検査

この検査は、オージオメータによる気導純音 

聴カレベル測定法による。

なお、250ヘルツにおける検査は省略しても差 

し支えない。

コンピュータ制御自動オージオメータを使用 

する場合は、そのブ□グラム及び操作は、手動 

による気導純音聴カレベル測定法(こよる成績と 

同じ成絹が得られるようにする。

(5 )聴力検査の担当者

イ 選別聴力検査については、医師のほか、医師 

の指示のもとに、本検査に習熟した保健婦、看

護婦等が行うことが過当である。

ロ 250, 500、1.000、2,000、4.000、8.000ヘル 

ツにおける聴力の検査については、医師のほか、 

医師の指示のもとに、本検査に習熟した保健婦、 

看讓婦等が行うこと。

(6) 健康診断結果の評価

イ雇入時等健康診断結果の評価に当たっては、 

まず、雇入時等健康診断の結果に基づき、騒音 

作業従事労働者の気導純音聴カレベルを求め、 

就業時の聴力として以後の健康管理上の基準と 

する。

□評価及ぴ健康管理上の指導は、耳科的知讖を 

有する産業医又は耳舞咽喉科専門医が行う。評 

価を行うに当たっては、異常の有無を判断し、 

異常がある場合には、それが作業環境の騒音に 

よるものか否か、P單害がどの程度か、降害の進 

行が著名であるかどうか等を判断する。

ハ選別聴力検査の結果、所見のあった者に対し 

て、騒音作業終了後半日以上経過した後に、250、

500、1.000、2,000、4.000、8.000ヘルツにおけ 

る気導純音聴カレペルの測定を行い、得られた 

結栗を評価する。

また、本検査を行った場合には、会話音域の 

聴き取り能力の程度を把握するため、次式によ 

リ3分法平均聴カレベルを求めて記載しておく。 

3分法平均聴カレペル=(A + B + C ) x1/3 

A : 500ヘルツの聰カレペル

B :1,000ヘルツの聴カレペル 

C : 2,000ヘルツの聴カレベル

(7) 健康診断結果に基づく事後措置

健康診断結果に基づく事後措匾は、聴力検査の 

結果から表2に示す措置を講ずることを基本とす 

るが、この際、耳科的既往歴、騒音業務歴、現在 

の騒音作業の内容、防音保護具の使用状況、自他 

覚症状などを参考にするとともに、さらに生理的 

加齡変化、すなわち老人性難聴の影轚を考慮する 

必要がある。
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表2 聴カレベルに基づく管理区分 (8)健康診断結果の報

備考1髙音域の聴カレベルは、4, 000ヘルツについての聴カレベルによる。

聴カレベル
区 分 措 置

髙音域 会話音域

30dB未満 30dB未满 健常者 一般的聴宽管理

30dB以上

50dB未満

要観察者

(前駆期の症状が認め

られる者)

第III管理区分に区分され 

た場所等においても防音 

保證具の使用の励行、そ 

の他必要な措置を講ずる

50dB以上 30dB以上

40dB未満

要観察者

(軽度の聴力低下が認

められる者)

40dB以上 要管理者

(中等度以上の聴力低 

下が認められる者)

防音保證具の使用の励行 

騒音作業時間の短縮、配

置転換、その他必要な措 

置を講ずる。

2会話音域の聴カレベルは、3分法平均聴カレベルによる〇

出

健康診断の結果報告 

については、平成2年12 
月18日付け基発第748 
号「じん肺法施行規則 

等の一部を改正する省 

令の施行について」の 

別紙に示す「指導勧奨 

による特殊健康診断結 

果報告書」を用いて報 

告を行うこと。

「フ労働衛生教育」に 

ついて

労働衛生教育の実施 

は、騒音についての最 

新の知識並びに教育技

目次♦ I騒音：その健康への影選 

II轻音対策：基礎

現場の騒音対策 III轻音対策の原理と応用 

IV装音対策のまとめ 

付録I、II、III、資料
スウェーデン労働環境基金原編/アメリカ合衆国労働省安全衛生局編

山本剛夫監訳/平松幸三、中桐伸五、片岡明彦、車谷典男、熊谷信二、伊藤昭好共訳

体裁命85版160頁/定価命2.300円/発行♦オーム社(TEL03-3233-0641)

表3騒音作業従事労働者労働衛生教育

(計3時間)

科 目 範 囲 時間

1騒音の人体に及ぽす

影響

(1) 影饗の種類

(2) 聴力陣害
60分

2適正な作業環境の確 

保と維持管理

(1)騒音の測定と作業環境の評価

(2 )騒音発生源対策
(3)騒音伝ぱ経路対策

50分

3防音保證具の使用の 

方法

(1)防音保證具の種類及び性能 

(2 >防音保護具の使用方法及び管理

30分

4改善事例及び関係法 

令

(1)改善事例

(2 >騒音作業に係る労働衛生関係法令

40分

法についての知讖及び 

経験を有する者を講師

として、ガイドライン 

に示された科目ごと

に、表3に掲げる範囲及 

ぴ時間で実施する。
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第2回田尻賞表彰式(続)

被災者を地域で孤立させない

事実の前に謙虚であれ
新潟水俣病に取り組む斎藤恒さん

今日はどうもありがとうございました。たくさ 

んの皆さんのご支援でいただくことができまし 

た。しかし、なんと申しましても、水俣病の問題 

が未だ解決していない。患者さんたちは毎日苦労 

していらっしゃる。弁護士さん、共閱会議の人た 

ちが、本当に血の滲むような苦労をしている中で、 

私がこのような晴れがましい貧を受けるというこ 

とは、本当に申し訳ないような、心中はなはだ忸 

怩たるものがあります。しかし、皆さんたくさん 

集まっていただき、本当にありがたいと思ってお 

ります。

受賞理由として、公表前から、水俣病が確認す 

る前から活動してきたということがありますが、 

たいしたことはないんです。内容をお話しますと、 

私は昭和30年に大学を出て、小児科の教室で勉強 

し、昭和39年、常勤一人の診療所ですが、その診 

療所で仕事をしました。39年に新潟地靈があり、 

診療所も全壊しました。その時に、広田先生とお 

っしゃる方が、学生をたくさん連れて支援に来て 

くださったり、そういう学生と一緒になって救援 

活動をやったりしておりまして。地震のときも全 

然休みなしで活動したなんてことがあります。そ 

の39年の末だったと思うんですが、ある方が八目 

(鰻)を持ってこられて。「先生、あのう、猫にてん 

かんってありますかjという質問をされるんです 

ね。いやあ、半年後に聞いていたらもっと重視し 

たんでしょうけれども、その頃私まるで知りませ 

んで。さあ知りません、ということでその八目鰻 

をご馳走になっておいしくいただいてしまって。 

後で、これは調べてほしいということだったんだ 

なあ、と思ったんですが、その頃はそんな知識し 

かなかったわけです。

それから、40年に、広田先生が週にいっぺんだ 

け沼垂診療所に泊りに来てくれていました。先生 

が来られると、いろいろお話しするのを楽しみに 

しておったんですが、40年の2月か3月の、まだス 

トーブにあたりながら懇談しておったときだった 

と思うんですが。「大学に有機水銀中毒の患者さん 

が入りましたよ」というお話をされた。「今度椿教 

授が来られるので、私も第一内科から神経内科に 

移ろうかと思っている」というふうな話を相談さ 

れたことがあります。まあ、そんなことから始ま 

り、だんだん水銀中毒患者が増えていくという話 

になりまして。農薬かどうか、あるいは魚か、あ 

るいは水銀軟育だとか、3つその頃疑われておりま 

した。

そのうち、だんだんとこれは大変なことだなあ 

ということがわかってきました。しかし、社会的 

な問題について分かってきたのは、水俣市の自治 

研集会報告集という文書を読んだ。それから、粲 

原史成さんという方の写真集がありました。その 

写真集に、いろいろ社会的な問題をはじめていろ
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いろ見て、びっくりして読んだことがあります。 

そして、何よりもびっくりいたしましたのは、第 

—の水俣病が、艮本大学がはっきりと水銀中毒と 

いっている、魚のせいだといっている。そして、 

行政はそれを禁止、自主規制という形にしたんで 

すね。漁師は魚をとってもいいけども売らない方 

が望ましいということだった。それより前にもう、 

市の魚屋さんは、不買同盟を作って、全然水俣の 

魚は売っておりませんということで、商人の団体 

が漁民と対立する。それから、漁師の方、被害者 

の方が、工場に折衝に行く。有毒な廃液を流すの 

はやめてくれ、本当に有毒なものしか流すことが 

できないのなら操業を中止しろという要求に立ち 

上がるわけです。そして、最後には、なかなか交 

涉してもらえなくて、周辺2万の漁民が一•斉に船を 

島々から集まって、最後にはぶち壊しになってし 

まった。その中で、会社に行ったときに、座り込 

みをして会社を守ったのが労働組合の人たち。し 

かも、そのスローガンが、「操業中止絶対反対」「と 

うちゃんのボーナスを減らすな」と。そういう紹 

介を見まして、私はびっくりいたしました。被害 

者が本当に町ぐるみ孤立化していく姿。やむなく 

して食べられなくて貧困化していく、今日も原田 

さんの写真にありましたが、桑原史成さんの写真 

に実に奇麗に載っているわけですね。

そういうの見てこれは大変な問題だと思ったん 

です。そして、40年の5月のある晴れた日に、私は 

阿賀野川の土手を車で走っていたことがありま 

す。阿賀野川の河口は本当に良い釣り場で、晴れ 

た春の日の、たくさんの人が釣糸を垂らしている 

し、釣船がたくさん並んでいましたし、漁師の網 

も張ってありました。貸ボート屋さんのおやじさ 

んが、トウきびを焼いたり、釣ったばかりの魚を 

やって一杯飲ませる場所もありました。本当に、 

格好な、新潟市民の休日を楽しむいい場所だった 

んですね。そこでたくさんの人が魚をとっている 

のを見て、この魚が悪いと誰も言ってない。しか 

し、こんなにたくさんの魚をとっている。これで 

いいんだろうかと。私一人で悩んだ記憶がいつま 

でも鮮やかに残っております。
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帰ってきて、たくさんの人に、私はそういう話 

をしたと思います。いろんな人に機会があったら 

話したと思うんですが、赤旗の記者が間き付けて 

間きに来たんですが。40年の6月11日だったと思う 

んですが、その記者は「私は椿教授と面会し昭和 

電工とも面会してこれを公表したい」と言ったん 

です。私は、ちょっと、こう、動揺しまして、大 

学にいる親しい友人で、今木戸病院の院長やっと 

ります猪股先生に問い合わせたくらいで。そうい 

う中で、彼も大分やはり県庁に行って勉強してお 

りまして、そして公表になったんですが。まあ、 

あとで間きますと、その記者は椿教授にあったけ 

ども椿翻受は「公表する段階じゃない」というこ 

とで、取り合わずに追い帰されたらしいんですが。 

急遽その後に、椿教授は県の衛生部と相談しまし 

て、記者クラブの人たちでしょうか、公表したん 

です。そういうふうなことがありました。

5つほどの診療所を持っている新潟勤労者医療 

協会というのがありますが、そこの人たちが、ま 

あ、連日新間に出ているが、とにかく大変な問題 

だったようだけれども、勉強会を持とうというこ 

とで、勉強会を持つ。それから、広田先生も、学 

生に呼びかけて、あの地靈のとき活躍した人たち 

をもう一回連れてきて集まれる人だけ集まってや 

ろうと、地区労の人も沼垂診療所の近くにおられ 

た水道労組の人たちもおられ、そんなことで始め 

て、私はそのときいろいろ社会的な問題について、 

公表をしたのを覚えています。私が一番心配した 

のは、被害者を、熊本みたいに孤立させちゃあな 

らん、絶対に、やはり労働者と閱わして、会社が 

奥に引っ込んで、最後にみんな漁協の幹部たちが 

谢甫された後に、市長と県知事が出てきて、原田 

先生が先ほど申しましたように、非常に屈辱的と 

もいうべき、胎児性水俣病は年に3万円というよう 

なささやかな補債で、それから死者50万とか、本 

当にささやかなものでした。そういうもので終っ 

てしまう。そして、原因も明らかでないけれども、 

これだけしてあげる、と、知事も県もやると。そ 

して国も行政も自治体もなんら変わらない。そし 

て、2度までも、同じ水俣病が日本に起きる。こん 

な馬鹿なことがあっていいだろうか。つくづくそ 

ういうことを、まあ、話したことがあります。

そして、どうしても働く人たちが組織している 

労働組合に目覚めてもらわなけりゃあならん。本 

当のことを訴えていかなけりやならん。学生に分 

かってもらわなきゃならない。たくさんの市民に 

分かってもらわなきゃならない。そういうことで、 

やはり、対策会議を作ろう、ということを学習会 

に来た人たちに呼びかけまして。始めは気楽に、 

いろんな活動家がたくさんいるし、まあ、呼びか 

けていればいいんだろうぐらいに思ってたんです 

が。呼びかけて、そしていろいろ対策を作ろうと 

いうことになると、結局、私が議長で沼垂診療所 

の事務局長の小林さんが事務局長ということにな 

ってしまいまして。大変なことだなあ、これは、 

診療所の方をやっていけるかなあと思ったんです 

が、まあそんなことから始まりました。

最初から県にぶつかって、昭電に交渉にいって 

やろうという元気のいい声もあったんですが、私 

は、やはり、地域に入って患者さんの声を間いて 

患者さんの実態をよく知ろうということで、患者 

さんのところへ参りました。桑原史成さんの写真 

集をスライドにして、書いてあるとおりのことを 

一生懸命紹介したんですが、そんなことから始ま 

りました。そして、まあ、運動を進めていったん 

ですが。県庁に行きますと、「いやあ、県には有機 

水銀中毒対策本部も作ったし、たくさんの打つベ 

き手は打ったし、疫学調査もやるし、別に何の心 

配なことはないjというふうなことを申します。 

しかし、患者さんの中に入りますと、非常に違う 

ことがすぐわかりました。患者さんたちが、本当 

に困って、生活保護をもらいに行きますと、まあ、 

「船を持ってるじゃないか。船を食いあげたら」と。 

それから、「テレビがあるじゃないか。テレビを売
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ったらどうだ。」「子供は高校に行ってるじゃない 

か。高校までやる必要はないじゃないか」という 

ふうなことでいじめられているんであります。そ 

んなことで、これは大変だなあということで、そ 

ういうたくさんの問題がころがっていました。

また、いちいち患者さんが発生すると名前入り 

で発表されるものですから、患者さんとしては、 

今度は一日市(ひといち)の近さんが患者さんだ、 

今度は誰それが患者が出たということで、部落ぐ 

るみやって、新聞記者は非常に取材しやすいんだ 

ろうけれども、本人は、とても。新聞記者に囲ま 

れる、週刊誌の記者が次々来る、もう女性がいれ 

ば女性の週刊誌の記者が来る、とても休まれるど 

ころか、もう、大変なものだった。何とか名前の 

公開だけは止めてほしいというふうなことがあっ 

て、これも、県庁へ行って、個人の機密だから、 

これは医師法違反じゃないですか、と私がささい 

な知識で言ったことがありますが。そんなことで 

中止になったことがあります。

そんなことで、患者さんの中に入るとたくさん 

の問題がころがっていた。患者さんの家へ行きま 

すと。最初、疫学調査の中で26名の患者がいて5名 

死亡だと。椿教授なんかも、もう一' 二、落穂拾 

いをすればいるかも知らんけれども、もうこんな 

もんでしよう、というお話でした。しかし、実際 

に患者の家に入ってみると、とうちゃんは認定さ 

れたけども、奥さんも同じ症状を持ってる。子供 

も同じ症状がある。いろんな訴えがやはり聞ける 

わけですね。そうなりますと、これは大変じゃな 

いかと、とってもこんなはずじゃないということ 

が、じきわかってきます。まあそんなことで、発 

掘の問題が始まりました。

なにしろとにかく、行政というのはすぐ幕引き 

を考えるようですね。すぐ幕引き、あの、被害が 

最小限のうちに切り捨てて幕引こうというふうな 

態度が多いもんですから、そのたびに、まあいろ 

いろ言ってきました。原因については、原因不明

斎藤恒さん

なままに終らせようというのがずっと出てきま 

す。そのたびに、まあ、いろんな運動だってやら 

なければならない。30年といいますけども、本当 

に、昨日のことのように鮮やかに思い出すことが 

多いんですが、私は、一生懸命にとにかく、患者 

さんにこの補償を何とかさせようということを訴 

えたり、是非この原因工場に謝らせようというふ 

うなことを訴えたことがあるんですけれども、は 

て、どういうふうにしたらいいのかということが 

まるでわからなかったんですが。

ちょうどその頃、坂東先生という方が、今はも 

う日本で有名になっておりますが、先生が来られ 

て、とにかく裁判もいいじやないか、ということ 

で裁判の問題が検討された。しかし、民主団体水 

俣病対策会議の中で、裁判は反対という人が結構 

いるんで、これはまた、大変な問題でした。裁判 

といったって向こうの土俵だ。裁判费用は誰が出 

すんだ。裁判なんてそんな大変なことを始めて、 

金もねえのにいいのかというふうなことからです 

ね、なかなか、そのうち患者さんの方も。

北蒲原で昔、与茂七という新発田に義人がいた 

んです。その人は、200年ぐらい前ですが、やはり、 

農民の立場に立って、がんばって直訴した。しか 
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し、とうとう、権力もない金もない者が直訴して 

も、打ち首にあった。引きずり回されて殺されて 

しまった。その後、しかし、新潟では与茂七火事 

というのが絶えずありまして、何年にいっぺんか 

与茂七火事になるというふうな言い伝えがありま 

して、与茂七の神社を作って静めるということも 

幕府はやったんですが、まあ、そういうふうな言 

い伝えまで生きておりまして、私らみたいに金も 

ない地位もないものが裁判なんかやれるか、とい 

うふうなことになりました。まあ、坂東先生が中 

心で一生懸命にがんばってくれました。私も一生 

懸命相談して、弁護士さんも結集し、新潟で、昭 

和電工側につく弁護士は一人もいない。たくさん、 

半分以上の弁護士さんがこちら側につくという状 

態まで作ることができました。

まあ、このようにして、本当に、新潟は孤立し 

ないで、そして、地区労の人たち、労働組合の人 

たちが一緒になって運動してくれました。まあ、 

そういうことが、おそらく原田先生からなんかも、 

大きく見えたんじやないかと思いますが。みんな、 

今日やはり、そういう運動を発展させてきたとい 

う原動力は、何よりも新潟は患者さんがひとつに 

まとまっていた。それから、民水対、45年から県 

共闘会議になりましたけれども。そういう共閱会 

議に発展し、本当に、労働組合、それから弁護士 

さん、弁護士さんは本当に寝食を忘れて一生懸命 

がんばられて、そういう方々に囲まれて、今日ま 

で発展してきたんだと思います。私の果たした役 

目はほんのささやかなもんですが、そういうふう 

なことがあります。

しかし、裁判になんかなると、第1次訴訟は椿先 

生をはじめたくさんの大学の支援があったんです 

が、第2次訴訟になりますと、大学のなかなか支援 

が少ない。本当に医者が、現地を知っている医者 

しかいない、原田先生、それから水俣市の藤野先 

生。私と、白山診療所の関川先生、それから、下 

越病院の高橋先生。3人で一生懸命相談しながらや 

ってきた。ということですが、まあ、現地を知っ 

てるから負けやしないと思ったけども、国や昭和 

電工の反論書を見ると、あまりにも事実を知らな 

いのでびっくりしました。私らは、こんなことな 

ら、どうして大学の教授たちはこんなに事実を知 

らんで権威をふりかざすんだろうと思うほど知り 

ません。そういう点では、私らは、皆さんに、患 

者さんに教わってきた、家庭ぐるみ見てきたとい 

うのは、本当によかったと思うし、それが、私ら、 

決して負けないものと、裁判にも負けないと思っ 

とります。地裁に去年は勝つことができましたし、 

高裁にいってますが、誰が出てこようと、皆さん 

患者さんと一緒になって体験してきた事実ですか 

ら、決して誰にも負けるものではない。事実の前 

には、科学者たるものは謙虚であるべきだと思っ 

ています。

そういうことで、本当に、最初に作ってきた、 

そして皆が力をあわせて闘ってきた。これが新潟 

の運動が評価されている原点だと思います。これ 

が、今日の栄えある評価になったのだと思います。 

皆さん方のたくさんの力の支援に感謝しておりま 

すし、私もこの機会に、さらに心を引き締めて、 

この水俣の問題が早期に解決できるように、国側 

が本当に、本気になって解決するように努力して 

いきたいと思います。

あの、大石環境庁元長官が言ってました。政府 

が本気になってやる気になれば、すぐ解決するん 

だよこんなものは、と言いました。やはり、国が 

本気になって解決する気持ちがなければ、解決し 

ないと思います。そういう点では本当に、国を動 

かすというのは大切だと思います。そういう政治 

にしてもらわなけりやならんし、何をするにして 

も企業べったりの姿が目にあまるものであります 

が、ひとつこういう機会にまた、気を引き締めて 

頑張っていきたいと思います。今日はどうもあり
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井上浩
全国安全tzンター長

1951年1月1日(月)晴

風強し。午前10時役所へ出勤。年始の式。署 

長に誘われて昼から名古屋市の署長宅に全員 

で行く。気進まず。宴終りて神宮前駅午後9時 

20分発の名鉄終電車に乗る。知多半島半田駅下 

車。若いN君(署職員•雇)が行きたいというの 

で1(特殊飲食店。前出)に連れて行き、中に押 

し込んで帰るとあわてて追いかけて走って来 

る。仕方なく伴ってKさん宅に行き気の進まな 

い徹夜麻雀をやる。

2月4日(日)晴

夕刻中監督官宅へ行く。例の農林省出先のN 
君も来ている。話がはずみ談論風発夜の更ける 

のも忘る。ふと用便のために庭に出ると降るよ 

うな満天の星。夜風が冷たい。市内南部の機業 

地帯を見ると深夜業をやっていることを示す 

工場の灯が点々と見える。あの灯の下では、今 

夜も棉ぼこりにまみれて女工さんたちが働い 

ているのだろう。座敷へ帰ると、

「中氏、今夜も機屋は徹夜をやっているぞ」 

「なに、徹夜業だと。けしからん。すぐ臨検 

するか」

すぐにも立ち上がりそうな気配である。わた 

しは過去ににがい経験があるので、

「署長の命令を受けず独断でやるとうるさい 

よ」

「かまわん。署長がぐずぐずいったらおれが 

引き受ける」

横からN君が

「そうだ。署長なんかがこわくては革命はで 

きん」

えらい勢いだ。わたしも決心した。

「よし、行こう。人事を尽くすしかない」

N君も立ち上がった。

「おい。おれも連れて行け。労働者を搾取す 

るブルジョアの顔が見たい」

困ったことになった。でも行くしかない。午 

後11時30分だ。3人自転車で出発。途中で中氏 
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が土地のチンピラとけんかをはじめかける。監 

督官でないN君がいるから危ない。大事の前の 

小事とあわてて引き分ける。間もなく S織布の 

前に達する。見ると作業の真っ最中である。前 

署長の遊興费を支払ったS氏力礙営者である〇 

わたしたちは工場に入って行く。大勢の女工さ 

んの働いている現場に立ち止まる。しばらく立 

って見ていると奥の方からメガネをかけた中 

年の男が走ってきた。社長だ。中氏が鋭い声を 

かける。

「女工に深夜業させてだめじゃないか」 

「すみません。商社から急がれますので」 

「そんなことは理由にならん」

「いえ。しかし強制はしていません。みんな 

希望して働いているのです」

「みんな給料が安いから希望するんだ。明日 

役所まで出頭してよ」

N君が中氏に話しかける。

「お前なかなかきびしいな。案外吉田内閣の 

手先ではないな」

中氏はわたしの顔を見るとぽつりといった。 

「機屋の問題は根が深いな」

私は考えた。やはり農村問題もやらずばなる 

まい。N君が工場の方を見ながら

「やはり、全ての問題はただ革命あるのみだ」 

2月5日(月)

中氏と2人署長へ昨夜のことを話す。署長は 

ただ一言

「そうか。寒いのにご苦労さん」

出頭したS織布の社長は中氏が応待した。 

2月20日(火)晴

Y鉄工、K製菓、H醸造を調査。N君(雇を 

していて監督官試験に合格後N署へ転勤)がN 
署で労災保険金の支払いを手伝っていて、

11.000円支払うところを誤って11万円支払っ

たと。(注•当時は現金払いであった。相手は 

運送関係の労働者であったが、監督署側が要求 

しても受領したことを否認し遂に返済しなか 

ったという。N監督官はやがて退職し、現在は 

自由業で成功。)

2月2旧(水)晴

署長に呼ばれて署長室に行くと笑いながら 

「今朝T署長のMさん(前々任の署長)が出 

勤前にこっそり寄ったよ。ほら、先日のS織布 

の深夜臨検のことだ。また、君の癖の独断専行 

ではないかと間きに来たのだ。適当に答えてお 

いたよ」

署長はそれ以上は何もいわなかった。おそら 

くボスのNがMさんに訴えたのだろう。中氏に 

話すと破顔一笑して

「よしよし。そんなことを気にすんな。Nも 

Mさんも機業地帯の必要悪ぞ」

隣の農村のN君もまた笑って

「心配するな。やがて革命ですべては解決す 

る」

3月9日(金)

半田市内の港運会社の調査に1人で行く。 

3月10日(土丽

昨日に続いて半田港に面した事務所に行く。 

総務部長応待。この人はわたしが着任当時の署 

長であるMさん(前出)の奥さんの実兄であり、 

海運局の天下りである。

「どうぞ、この席に座ってお調べ下さい」

そういうと、自分の座っていた回転椅子を立 

ってわたしにすすめた。戦前、検事が警察署に 

来ると署長の椅子に座ったということを戦前 

の轚察署長から間いたことがあるが、それに似 

た習慣だろうか。わたしは窓ガラス越しに衣浦 

湾を見つめながらいった。

「今日は一つ総勘定元帳を見せて下さいj
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井上浩「監督官労災日記」⑤

部長は驚いたようであった。通常の労災保険 

料調査では、賃金台帳の呈示を求めそれを月別 

に合計して会社からの報告書(現在は申告書) 

と照合するのが普通だ。しばらくして部長は分 

厚い元帳を持ってきた。わたしはさらに要求し 

た。

「伝票類をすべて見せて下さい」

部長はますます驚いた顔をしたが要求に応 

じた。私は詳細に点検し勘定科目ごとに集計し 

ていった。

「この队(かます)代というのは」

遂に不g然な出金を発見した。部長は少し困 

った顔をして答えた。

「文字どおり食料品その他を入れ運搬するた 

めの袋です」

「こんなに大量の队が必要なのですか」 

「そうです」

「では、队代金の領収証を見せてください。」 

部長は返答に詰まって黙っている。追及の結 

果、すべて沖仲仕と浜仲仕に支払った賃金であ 

ることが判明した。

仲仕の賃金を隠したのは労災保険料が馬鹿 

高いからである。通常の陸上貨物の場合の4.4 
倍、事務所に比較すると22倍にもなる。わたし 

はさらに追及する。

「県内2か所に出張所がありますが、これはそ 

れぞれ労災保険の手続きを取っていますか」

部長は口ごもりながら答えた。

「もちろんとっています」

しかし、これもうそであった。

実はこの会社は、数か月前に愛知労働基準局 

から複数の係官が調査に来て、6万円余の過少 

報告を発見している。そしてそのすぐ後に、今 

度は例のN監督官が2名の係官とともに再度調 

査して、さらに10数万円の過少申告を発見 

している。調査終了後はどちらも特殊飲食店I 
(前出)に招待されたことを、私はそこの女性か 

ら間いて知っていた。

私の調査の結果、かます代として処理されて 

いた賃金は10.328.876円02銭に達していて、そ 

れ以外の分も含めると、過少報告は労災保険料 

だけでも68万円にも達した。部長は沈痛な顔を 

してうつむいていた。

このときの調査復命書の写はいまも手元に 

ある。しかし、この件の処理がどうなったかは 

わたしは知らない。調査後1月を経ずして名古 

屋南労働基準監督署に転勤したからである。そ 

れから数力月後T署長(この時はもう局勤務) 

のMさんに会う機会があった。

「あの港運会社のA部長はどうなったでしよ 

ぅか」

「うん。退職したよ」

Mさんの奥さんはA部長の実妹であったが 

やさしい人だった。この数年後に私が埼玉に転 

勤してからも手編の毛糸セーターを送ってく 

れたりした。Mさんもまた、港運会社の保険料 

調査に対して干涉するなどのことは一切なか 

った〇

参考までにこの3月分の私の出納は次のとお 

り。〔収入〕上期給料2.379円 下期給料2.992 
円旅费692円〔支出〕食费2.070円部屋代 

200円 交通费90円 菓子90円 新間、自然(雑 

誌)等345円診療费40円散髪100円クリー 

ニング30円靴べら20円
3月16日(金)晴

税関より6級職の大蔵事務官として就職意向 

を間いてくる。断る。昨年は国税徴収官を断る。 

大蔵事務官は懲り懲りだ。

3月20日(火)晴
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東浦町の労災保険説明会。基準局よりD監督 

官と女子1名来る。ボスのNと10時半の汽車で 

行く。終って宴会。ある直言することを自慢に 

している織物業者日く。「君はきらわれていた。 

それでみんなで監督担当から労災保険担当へ 

ぼった(方言。「追った」の意)のだ」と。おそ 

らくボスのNが前署長に働きかけてやったこ 

とだろう。庶務係のSさんの話ではN監督官も 

卑劣な策動をしていたということだったが。

3月31日(土)晴

転勤辞令を受く。夜東浦織物組合送別会。 

4月13日(金)曇

半田市内乙川地区の織物業者の団体である 

乙川機業クラブの歓送迎会。常盤館で1次。“大 

六’’で2次。“千蔵”の3次で最後。転入の〇監 

督官の大言壮語に嫌気。〇氏は一人で特殊飲食 

店に泊りに行く。(〇氏はその後下宿に泊まる 

のが月に2〜3回ということで、親が心配して基 

準局に戻してもらったが、間もなく退職。)

5月12日(土)晴

夜、河和ロの日本碍子の“碧翠荘”で監督署 

の歓送迎会。美しい庭。前の山から衣浦湾を見 

下すと対岸に明滅する灯が夢のようだ。

5月13日(日)晴

昨夜泊。麻雀2等賞。5時頃帰る。

転勤に伴う餞別は次のとおり。

3/31東浦織物組合3.000円4/2 K物産1.000 
円、T織物1.000円、N織物2.000円および菓子、 

K_木綿1反、K製鉄ネクタイ、織物会ワイ 

シャツ4/7N油脂石けん、Y機業3.000円、K 
織布1,000円、H織布1.000円、T繊維800円 

4/12A織布菓子4/13乙川機業クラブ3.000円 

および菓子4/24T紡練1.000円
どん官汚史もいいところである。

こうして半田労働基準監督書の2年余の生活 

は終った。前半は工場等の労働_監督、後半 

は労災保険業務を担当したが、一番の失敗はど 

うも署長に無断で行った深夜臨検のようだ。ま 

さに現代のドン•キホーテで現在も臨検の記 

録が次のように残っている。

1949年6月6日23時臨検I勸
桜井くが子さん以下32名 深夜作業中 

記録は署長が預る。

6月10日23時_ I織物
植松あき子さん以下19名 深夜作業中 

ボスのN翌11日来る。臨検を止めてく 

れと。

6月11日23時臨検I織物
鈴木陽子さん以下16名深夜作業中
6月20日午前9時頃署長無断臨検禁止 

こんなことで深夜業をやめさせようとした 

わたしは、まさに喜劇を演じていたに等しい。 

農村から出稼ぎに来た10歳台の年少の女子労 

働者を本当に救済することなど、労基法62条な 

どの力の及ぶところでないことが当時のわた 

しには分からなかった。ただ罰則の軽いことと 

監督官の少ないことだけしか頭にないわたし 

だったのである。そのわたしの前に、今度は日 

本有数の大工業地帯である名古屋市南部地域 

が待っている。わたしはそこで労災保険業務を 

担当するために、新たに設けられた名古屋南労 

働基準監督署第4課勤務を命ぜられたのだ。署 

員は監督官14名、事務官12名、雇9名、傭人1名 

の計37名。第4課は監督官7名、事務官7名の計 

14名。署長は高小卒の学歴で戦中に独学で高文 

の行政と司法の両科をパスした苦学力行のH 
さん。第4課長はクリスチャンの中村監督官で
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各地の便り

自動車工場でアスベスト労災認定

広島參組立ラインで悪性胸膜中皮腫

「夫の死は仕事中に吸い込んだ 

アスベストが原因だ」として93年 

2月、遺族の宮野音睦子さん(代理 

人.広島労働安全衛生センター) 

は、労災申請を行なっていたが 

(「安全センター懦」93年4月号 

参照)、故宮野音裕氏が従事して 

いた軽三輪の組立ラインのそば 

で、エンジンカバーのアスベスト 

に貼りつけ作業が行なわれてお 

り、作業周辺のアスベスト粉じん 

による暴露と死亡原因である悪 

性中皮腫の因果関係が立証され、 

広島中央労基署は7月16日、業務 

上と認定した。

被災者の故宮野音裕氏は、61年 

に東洋工業(現マツダ)に入社、軽 

三輪•軽四輪トラックの組立ラ 

インに10年、その後組立ラインや 

手直し作業に3年、自動車整備な 

ど、79年に退職するまでの通算18 
年間、自動車産業に従事してき 

た〇

被災者は入社時から本者Dエ 

場(66年に閉鎖)において、軽三輪 

および軽四輪トラックの組立ラ 

インのキャビンエ程(キャビン内 

の緒装作業)に従事している。被 

災者の作業位置からlm隔てたと 

ころで、エンジンカパーのアスベ 

スト貼り付け作業が行なわれて 

いた。この貼り付け作業は、エン 

ジンカバーに接着剤を塗布しア 

スベストを貼り付けて軽く叩き、 

押えつける等の作業で、周辺は相 

当量のアスベストが発じんして 

いた実態がある。そのエンジンカ 

バーは次工程への運搬を省略す 

るために、近接位置で作業をして 

いるキャビン内に持ち込まれて 

いた。被災者らは狭いキャビン内 

でインパクトレンチを使って作 

業をするため、インパクトレンチ 

から吹き出す強いエアーがエン 

ジンカバーのアスベスト粉じん 

を巻き上げている中での作業を、 

少なくとも5年間は繰り返してい 

ることが判った。

85年の夏、体調を崩しK病院へ 

入院。1か月あまりの療養後復帰 

するが、発病から6か月後にはH 
総合病院で悪性胸膜中皮腫の診 

断がおりた。それから1年9か

月入退院を繰り返しながら88年 

享年47才で亡くなられた。

H総合病院で被災者が加療中 

に、主治医はアスベスト(仕事上) 

との関連性を疑い、被災者のこれ 

までの職歴について尋ねている 

が、仕事との関連性が明らかにな 

らず、家族も労災申請にはいたら 

なかった。

あんなに元気で、スポーツマン 

の夫がどうしてあんな病気で死 

ぬなんて。夫の死後、ずっとその 

疑問を抱えていた遠族は91年7 
月、アスベスト110番に相談を寄 

せた。

悪性中皮腫はアスベストが原 

因とされており、広島労働安全衛 

生センターでは、被災者とアスベ 

ストの関連性を職歴から調査を 

行なった。被災者は軽三輪•軽四 

輪の組立ラインに従事している 

ことが判明し、自動車産業では、 

アスベストはエンジン周りの断 

熱材、マフラー、ブレーキライニ 

ング等に多用されている点など 

から調査をすすめたが、被災者と 

アスベストの取り扱い作業の関 

連が明確にならず調査は難行し 

主人は5年前、「悪性中皮腫」 

で亡くなりました。アスベス 

卜が原因でなる病気だと主治 

医から閔いていました。

どこでアスベストと関係が 

あったのか全く分かりません 

でしたが、平成3年7月、テレ

ビのアスベスト11〇番(報道) 

を見てセンターに相談にい 

き、皆さんの大変な御努力で 

認定されました。亡き夫の何 

にもました供養ができたこと 

を心より感謝いたします。

宮野音睦子さん
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エンジンカパー内側に張られたアスペスト 
(成分はク□シドライト)

センター

は粘り強く

調査を行な 

い、宮野音

労災の認定

に確信を持

ってきた。

このよう 

にして、93 
年2月2日、

①元同僚の 

証言、②当 

時の作業材 

料の分析、

③被災者の肺内分析等の補強資 

料を提示し、広島中央労基署に遗 

族補償請求を求めて労災申請を 

行なった。

宮野音さんの労災認定により、 

会社が、当時被災者が働いていた 

ライン周辺の作業者250人につい 

て追跡検査の実施を明らかにし

たことは、遅すぎる対応といえる

かもしれないが、企業が賁任を認

め、当該労働者の健康管理の必要

性を認めたことの意義

は大きい。

(広島労働安全衛生t?ンター)

た。しかし「当時の軽三輪の廃車 

が放置されている」という情報が 

入り、一途の望みをかける。

車体(KTBA-43型•マツダ社製) 

原発肺がんを転移性と誤認
東京參亀戸労基署のズサンな調査

は、ほとんど朽ち果てていたけれ 

ど、辛うじて形をとどめていた。 

しかし、朽ち果てたエンジンカバ 

一にアスベストは姿を変えるこ 

となくしっかりと残っていた。

持ち帰ったアスベストの成分 

分析(定量)を大阪府立公衆衛生 

研究所に依頼する。その結果、エ 

ンジンルーム内側被覆材にアス 

ベスト類のクロシドライトが約8 
割も含まれていることが明らか 

になった。

さらに、被災者が入院治療を行 

なった広島市民病院に対して行 

なった肺内アスベスト織維の分 

析依頼の結果からも、肺内全雄維 

の8割がアスベスト類でクロシド 

ライトが6割を占めていることが 

明らかになった。

錶物工場で24年間勤務したT 
さんは2年前の81才のとき、じん 

肺とそれに合併して発生した肺 

がんのため入院した。さらに、そ 

こから江戸川区の病院に転院し、 

そこでじん肺法に基づく管理区 

分申請を行なった。

ところがその正式決定が出る 

直前に肺がんのため、亡くなられ 

てしまった。決定は最重症のじん 

肺管理区分4。認定基準では管理 

4のじん肺に合併した原発性の肺 

がんは業務上と認められる。そこ 

で遺^が、遠族補償と葬祭料補償 

の請求を行なったところ、1年半 

後の今年3月26日、亀戸労基署か 

ら、この2つの申請に対し、不 

支給の決定通知が届いた。しか 

し、この肺癌が原発性のもの以外 

には考えられないと、東京東部労 

災職業病センターに相談が寄せ 

られた。

センターでもいろいろと不支 

給の理由を検討したが、理由が考 

えられず、4月28日、遠族と一緒 

に理由を確認するため労基署に 

行った。そこで明らかになった理 

由は「局医の先生から、これは転 

移性の肺がんと思われるという 

意見をいただいため」とのこと。 

問題は転移性とした根拠にある。 

最初の病院の医師の医証にも 

江戸川の病院の医師の医証にも、 

じん肺と肺がん以外の病名は書
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早いもので、私たち神奈川 参加され、15周年にふさわし

労災職業病センターは今年で い行事となりましたが、これ

15周年を迎えました。「あきら でやっと一つの節目ができた

めてはいませんか」と労災職 

業病被災者の駆け込み寺とし 

て発足してから15年。その間、 

診療所の建設、社団法人化、 

田尻さんを迎えてのアスベス 

と思っています。

さて、私たちは、いま国際

化という新たな時代の要請に 

応えなければならない時期に

来ています。私たちのセンタ 

卜問題の取り組みと、多くの 

人々に支えられ、成長させら 

れてきたように思います。7月 

10日の15周年を記念してのさ 

さやかな催しでは、全港湾横 

浜支部や神奈川県勤労者医療 

生協などセンターの運動を支 

えていただいた関係団体に感 

謝状を送り、また、自治労七 

沢リハビリ労組労災緘灸打ち 

切り反対訴訟支援対策会議と 

横須賀石綿じん肺訴訟を支援 

する会には激励旗を贈呈し、 

共に喜びを分かち合いまし 

た。また、この日は、当時の 

被災者など懐かしい顔ぶれも 

一にとっては第2のスタート 

ラインに着いたともいえま 

す。この7月に専従1名を加え、 

私たちセンター事務局は専従 

が5名、そのうち3名が20代で 

す。若手メンバーを中心に夢

は大きく、アジアへ世界へと

羽ばたいていける新しいセン 

ターを模索していきたいと考

えています。

(神奈川労災職業病t?ンター

専務理事西田隆重)

氺記念誌「tzンター15年の歩

み」(A4版50頁)ができていま 

す。御希望の方は御連絡を。

かれていない。ところが、江戸川 

の病院のレセプト(保険への請求 

用紙)の病名に「肝臓がん」と書 

かれていた。これは「肺がん」と 

書くべきところを書き誤ったも 

のだった。遺族補僂の請求用紙等 

には性格に「肺がん」とのみ記載 

されていたにもかかわらず、この 

レセプトの誤記入だけを根拠に 

して、主治医等に確認もせずに、 

局医、そして労基署が「転移性」 

と判断したものと考えられる。

やりとりの後、労基署側の再調 

査、局医への再度の意見書が2度 

にわたって求められ、「肺がん」 

を「肝臓がん」と書き誤ったこと 

は認めたものの、決定は変更され 

なかった。最初の間違いは、担当 

官が医師の医証をとりながら、医 

証とレセプトとの矛盾を質すこ 

となく、診療のいわば計算用紙に 

すぎないレセブトの方を重視し 

たこと。その結果、局医は一度出 

した判断を変更することで権威 

が崩れるのを恐れ、再三の意見書 

の求めにも、原発のがんを特定す 

ることもできないのに「依然、こ 

の肺がんは転移性のものである」 

と主張して譲らなかった。

このため、遺族はやむを得ず審 

査請求することになった。センタ 

一としては担当官のずさんな調 

査に対し、厳重に抗議するととも 

に、この決定の白紙撤回を求める 

文書を亀戸労基署に提 

出した。

(東京東部労災職業病センター)
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両遠位橈尺関節弛緩症の認定
埼玉•冷凍庫内の仕分け作業で発症

なった。休業して以降、時間が経 

っていたので、会社は証明をしぶ 

っていた。業務上決定までは、申 

請から1年かかった。

Fさんは埼玉県戸田市の冷蔵 

庫で仕分け作業に従事していた。 

就労して20か月経った頃から、右 

肩や右肘か痛み始める。そのうち 

右親指が動かなくなり、箸を持つ 

こともできなくなってしまった。 

いくつかの医療機関にかかっ 

たが、腱鞘炎とか関節炎とか言わ 

れたそうだ。物流が多く、人手不 

足の時期で、会社から呼び出しが 

かかり休むこともままならなか 

で、労災申請を決意。防寒着、安 

全靴も自分で用意した。日雇いと 

いうことで乱暴に使われていた 

ということである。

Fさんの相談を受け、作業内容 

を聞き取りながら意見書を一緒 

にまとめ、平行して労災申請を行

91年月休業補償請求、92年1 
月意見書提出を行ない、交渉を行 

ないながら92年11月に支給決定 

を受けた。この間ひまわり診療所 

に転移し、緘治療を行ない症状は 

軽減し、療養费のみの請求となっ

た。現在は、別の職場

で働かれている。

(東京東部労災職業病センター)

過労死•過労問題に関する資料集
東京•労働経済局が労組方針等を収録

った。89年から90年にかけて、痛 

みは右手首、左手首とひろがり、 

週に3、4日していた仕事も、91年 

5月から休業になった。

その頃自宅近くの都立病院で 

診断名が「リョウエンイトウシャ 

クカンセツシカンショウ」とつ 

き、Fさんは労災申請のため東京 

東部労災職業病センターを訪れ 

た。

Fさんの作業は、入庫•出庫の 

際3〜5kg中には10kgの段ボール 

に入った冷凍食品を扱う。1日
3.000個の箱を腕•手首を使って 

ローラーの上を転がして、仕分け 

作業を行なうのである。零下20度 

の冷蔵庫に1日7時間、月70時間の 

残業を働いた。

Fさんは、満足に治療する時間

も与えず働かせた会社への怒り 

東京都労働経済局は、今年3月、 

労働情勢資料として「過労死•過 

労問題に関する資料集」をまとめ 

た。B5版239頁の部厚なもので、 

まえがきでは次のようにいって 

いる。

「数年前、一種の衝擎をもって迎 

えられた『過労死』という言葉が、 

いまや日常会話の中に登場する 

ほどに一般化しています。先進諸 

国に類をみない長時間•過密労 

働のなかでのストレスの増大等 

によって、働く人々が『過労死』 

を意識せざるを得ない状況にな 

っています。しかし、未だに『過 

労死』のメカエズムは明らかにな 

っていません。行政や労働組合等 

の対応も緒についたばかりです。

本冊子は、『過労死•過労問題』 

の理解と解決の手がかりとして、 

現状を明らかにするための諸資 

料を収集したものです。」

内容は以下のとおり。I過労死 

とは何か一同局発行の「とうきょ 

うの労働」及び「労働资料センタ 

ーエユース」に寄せられた川人博 

弁護士、熊沢誠甲南大学教授、グ 

レゴリー•クラーク上智大学教 

授の考察。II過労死•過労問題の 

発生状況一全国と東京の労災補 

償状況データ、過労死弁護団の過 

労死H0番の実施状況。III過労死 

と労災補償一認定基準、労災保険 

審議会認定問題小委員会報告、過 

労死弁護団•家族の会の過労死 

関係法規•認定基準改正案、IV東
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京都内における過労死•過労問 

題事件、V過労死•過労問題に対 

する労働組合の対応ーアンケー 

卜結果と45団体の運動方針等、VI 
過労死•過労問題に対する行政 

の対応一労働省「勤労者の健康確 

保の総合的な推進」、中野区議会 

「労働災害補償に関する意見書」、 

東京都中央労政事務所「都心の才 

フィスワーカーの健康に関する 

調査」、東京都八王子労政事務所 

「労働組合における安全衛生•健 

康管理等に関する実態調査報告 

書」、東京都情報連絡室「都市生 

活に関する世論調査」。

なお、VI中の中野区議会の「労 

働災害補償に関する意見書」は、 

92年9月29日に採択されたもので 

(内閣総理大臣、労働大臣あて)、 

全文は以下のとおりである。 

「近年過労死は、国内でしばしば 

社会問題として取り上げられ、諸 

外国においてもKAROSHI 
と呼ばれるほどになっておりま 

す。

労働省は、昭和62年(1987年)に 

労働災害補償の認定基準を改正 

しておりますが、この認定基準も 

厳しすぎるとの意見もあります。 

また、申請から認定まで通常で1 
年から2年を要すると間いてお 

り、この間の遗族の負担は、過重 

なものと推測できます。

近年、労働省は最新の医学的見 

地から、現在の認定基準が妥当か 

どうかの検討を進める方針を決 

定したと報道されましたが、貴職 

におかれては、左記事項について 

特段の配慮をされるよう要望い 

たします。

記

1労働災害補償の認定基準を

開すること

右、地方自治法第99条第2項 

の規定に基づき意見書を提出

します。」

緩和すること

1労働災害補償の申請から認 

定までの期間を短縮すること

1企業から出された資料を公

編集発行•東京都労働経済局労 

政部労働組合課

東京都新宿区西新宿2-8-1
TEL(03)5320-4647

特醐入者の醒礎醐を一部改正
労働省眷3000円の最低区分を廃止

労徴第17号/基発第177号 

平成5年3月24日 

各都道府県労働暮準局長 

各都道府県知事 殿

労働大臣官房長 

労働省労働单準局長

労働者災杏補償保険法施 

行規則及び労働保険の保 

険料の徴收等に関する法 

律施行規則の-部を改正 

する省令の施行について

労働者災害補償保険法施行規 

則および労働保険の保険料の徴 

収等に関する法律施行規則の一 

部を改正する省令(平成5年労働 

省令第5号。以下「改正省令」と 

いう。)が平成5年3月22日に公布 

され、同年4月旧から施行される 

こととなった。

ついては、下記の事項に留意の 

上、事務処理に遺憾なきを期され

たい。

記

1特別加入者の給付基礎日額 

については、従来3.000円から 

16.000円までの中から決定する 

こととされていたが、このうち 

3.000Hについては労働者の給付 

基礎日額の最低保障額(平成3年 

10月1日から3.960円に決定)との 

均衡を考慮し、平成5年3月31日限 

りで廃止することとされた(労災 

則第46条の2第1項の改正)。また、 

この改正に伴い、給付基礎日額が 

3.000円の場合に対応する保険料 

算定基礎額(1.095.000円)につい 

ても、平成5年3月31日限りで廃止 

することとされた(徴収則別表第 

4の娅)〇

2経過措置

(1)改正省令の施行日(平成5年4 
月1日)前において、すでに特別加 

入している者であって、給付基礎 
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日額が3.000円と定められていた 

もの(次の(2)及び(3)に掲げる 

者を除く。)については、当該給 

付基礎日額が3.000円と定められ 

ていた期間中の事故に係る保険 

給付または休業特別支給金の額 

の算定に用いる給付基礎日額は、 

従前の通り3.000円とすることと 

された(改正省令附則第2条第1 
項)。また、給付基礎日額が3.000 
円と定めらていた期間について 

は、当然保険料算定基礎額を 

1.095.000円として確定保険料を 

算定することとなる(改正省令附 

則第3条第1項)。

(2)施行日の前日において、すで 

に有期事業(労働保険の保険料の 

徴収等に関する法律(昭和44年法 

律第84号)第7条の規定により一 

括されている事業を除く。)の保 

険関係に基づく特別加入者とし 

て取り扱われている中小事業主 

等のうち、給付基礎日額が3,000 
円と定められていたものについ 

ては、当該事業が終了するまで 

3.000円を給付基礎日額とするこ 

ととされた(改正省令附則第2条 

第2項)。また、これらの者につい 

ては、当該事業が終了するまで、

3.000円の給付基礎日額に応ずる 

1.095.000円に特別加入期間の年 

数(特別加入が承認された日から 

当該事業が終了する日までの期 

間の年数で、1年未満の期間は1年 

として算定する。)を乗じて得た 

額を保険料算定基礎額として確 

定保険料を算定することとな 

る(改正省令附則第3条第2項)。

(3)労災則第46条の18第3号に掲 

げる作業に従事する者(家内労働 

者又はその補助者)については、 

今回の改正においても、これらの 

者についてはそれ以外の特別加 

入者と比べて低額の給付基礎日 

額を認める必要があることから、 

なお当分の間、従来の2.000円、

2.500円に加えて3.000円の給付 

基礎日額を認めることとされた 

(改正省令附則第2条第3項)。ま 

た、これに伴い、これらの者の特 

別加入保険料算定基礎額につい 

ては、当分の間、3.000円の給付 

基礎日額に応ずる1,095.000円を 

認めることとされた(改

正省令附則第3条第3項)。 €
造船多技能エのアスベスト肺ガン
広島參混在作業での暴露浮き彫リに

1991年7月末に肺ガンで死亡し 

た被災者の(K氏)の遗族から「す 

でに労災申請を(遗族補償請求一 

91年4月呉労基署受理)行なって 

いるけれど、労基署の対応がはか 

ばかしくなく、認定は無理なので 

はないか？不安で今後どうして 

よいかわからない」と相談を受け 

た〇

広島労働安全衛生センターで 

は、元同僚2名の協力を得、閒き 

取り調査を行なった。被災者の業 

務歴を把握していく中で、造船業 

の混在作業によるアスベスト暴 

露の事実が明白に証言され、解剖 

所見からも1000本/5g肺組織中の 

アスベストが確認された。しか 

し、呉労基署は肺ガンの要因は夕 

パコ等他にも原因が考えられる 

ことを挙げるなど、認定作業は困 

難な状況だったが、同じ造船所保 

温エのアスベストによる肺ガン

の認定事例(「安全セン々一情報j 
93年3月号42頁参照)が、認定作業 

を大きく促進する結果になった。 

一人ひとりの造船業における作 

業実態が明らかになる中で、造船 

従事者の多くが混在作業を強い 

られ、多量のアスベスト暴露から 

免れられなかった実態が明らか 

になってきた。被災者(K氏)の遠 

族は、申請から2年1か月後の93年 

5月31日、認定を受けた。

被災者は1946年から79年(32年 

間)まで造船業務に従事してい 

る。被災者の主な業務は、船殻内 

業課(撓鉄職場)に在籍し、アル 

ミ、鉄板、特殊鋼の切断等の撓鉄 

作業に従事していた。さらに、溶 

接など多技能職としてなんでも 

手がけ、有能な技術者として内業 

課の業務をこなしながら、外業課 

(緒装)へ応援作業に1か月〜2か 

月単位で従事している。新造船は
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平均して3か月〜6か月要して完 

成となるが、艤装の段階になると 

納期が迫るため、ドックを次の造 

船のために用意し、外郭の整った 

船は進水させて艤装業務に入る 

こともある。この時期の応援作業 

は船舶用隔壁のライニング、船内

大工の下で全ての居住区(船室周 

り)の断熱作業に従事している。 

納期が迫り、混在作業(応援作業) 

を長期にわたって繰り返す中で

のアスベスト暴露であ

つた〇

(広島労働安全衛生せンター)

包作業での両手首腱鞘炎認定

東京•中国帰国者の女性の事例

中国帰国者の〇さん(女性41 
才)は、江東区有明にあるK物産 

の物流庫で、パートタイマーとし 

て働いていた。仕事は百貨店の贈 

答品の包装や梱包作業だった。

入社して1年目頃から、様々な 

ギフト商品(酒、調味料、化粧品、 

缶詰セット)を扱っている際に、 

両手首に痛みが走るようになっ

た。その後、毛布やシーツ、布団 

を扱う部所に配置替えとなった 

が、以前にも増して手首に負担の 

かかる力仕事となり、たまらず上 

司に願い出て値札を発行する機 

械の入力業務に移してもらった。 

しかし、狭い机に無造作に置かれ 

ただけのキーボードを打つ仕事 

は長く続かなかった。両手首の腱

鞘炎により、日常生活さえままな 

らない状態になり、昨年7月から 

休業せざるをえなくなった。

もともと江戸川ユニオンの組 

合員であった〇さんは、会社と交 

涉し、亀戸労働基準監督署に労災 

申請を行なった。そして、ユニオ 

ンや東京東部労災職業病センタ 

一の協力を得て自己意見書の提 

出や署交渉を続け、やっと本年6 
月末業務上認定を勝ち取ること 

ができた。

痛みきった手首の回復は徐々 

にしか進まず、家鵬境の変化も 

あり、たいへん辛く不安な生活を 

送らざるをえなかった〇さんは、 

業務上認定を受け幾分かは精神 

的にも落ち着かれたようだ。この 

夏、〇さん一家は、5年ぶりの中 

国•長春への帰国を果 

たされようとしている。

(東京東部労災職業病tzンター)
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全国労働安全衛生センター連絡会議
108東京都港区三田3-1-3 M.Kビル3階 

TEL (03) 5232-0182/FAX (03)5232-0183

北海道參社団法人北海道労働災害•職業病研究対策センター

004札幌市豊平区北野1条1丁 06-30医療生協内
東京參東京東部労災職業病センター

136江東区亀戸1-33-7
東京•三多摩労災職業病センター

185国分寺市南町2,6—7丸山会館2—5
東京•三多摩労災職業病研究会

185国分寺市本町3-13-15三多摩医療生協会館内

TE1.(011)883-0330/FAX (011)883-7261 

TEL (03) 3683-9765/l;AX (03) 3683-9766

TF.L (0423) 24-1024 FAX (0423)24-1024 

TEL (0423) 24-1922/FAX (0423) 25-2Ci63
神奈川拳社団法人神奈川労災職業病センター

230横浜rh•鶴見区豊岡町20-9サンコーポ暨岡505
新潟•財団法人新潟県安全衛生センター

951新潟県古町通4番町643古町ツインタワ-ハイツ2F
静岡參清水地区労働安全センター

424淸水市小芝町2-8清水地区労気付 

京都參労災福祉センター

601京都市南区西九条島町3
W郁•京都労働安全衛生連絡会議

601京都市南区西九条東島町50-9山本ビル3階 

人阪•関西労働者安全センター

540大阪市中央区森ノ宮中央1-10-16, 601
兵邮•尼崎労働者安全衛生センター

660尼崎市長洲本通1-16-7阪神医療生協気付
氏-冰♦関西労災職業病研究会

660尼崎市長働本通1-16-7医療生協長洲支部
広岛♦広島県労働安全衛生センター

732広鳥市南区稲荷町5_4前111ビル

鳥取♦鳥取県労働安全衛生センター

680鳥取市南町505自治労会館内
愛媛♦愛媛労働災害職業病対策会議

792新居浜市新田町1-9-9
髙知♦財団法人高知県労働安全衛生センター

780髙知市薊野イワ井田1275-1
熊本♦熊本県労働安全衛生センター

861-21熊本市秋津町秋田3441-20秋‘;h•レークタウンクリニック内

尺分♦社団法人大分県勤労者安全衛生センター

870大分市寿HU1-3労働福祉会館内
宮崎♦旧松尾鉱山被害者の会

883日向市財光寺283-211長江団地1,14
自治体♦自治体労働安全衛生研究会

102千代田区六番町1自治労会館3階

TEL(045)573-4289/FAX(045)575-1948

TEL(025)228-2127/FAX(025)222-0914

TEL (OS 1:1) (i(i-()88H/F.\X (05-13) W)-(i88S) 

TEL (075) 6!)卜9981/FAX (075) (；72-(>4(i7 

TEL(075) 6!)1-6 If) I/FAX ((>75) (i!) 1-6145 

TEL (06) 943-1527/FAX (06) 94.3-1528 

TEE (06)488-3855/1-AX (06)488-2762 

TEL (0(i)488-3H55/EAX (0(i)48H-27(i2 

TEE (082) 264-4110/FAX (082) 264-411() 

TEL(0857)22-61腑AX (0857)37-0090 

TEE(0897)34-0209/FAX(0897)37-11G7 

TEL (0888) 15-3953/1-AX (08K«) 45-392S 

TEL (096)360-1991/FAX (096)368-6177 

TEL (0975) 37-7991/FAX (0975):;•卜K(i71 

TEE(0982)53-9400/FAX (0982)53-3401 

TEE(03)3239-9470/EAX(03)5210-7123
(オブザーバー)

福

山

島•福島県労働安全衛生センター

960福島市船:場町1-5
ロ♦山口県安全センター

754吉敷郡小郡町明治東小郡労働会館内

TEL (0245) 23-358(1 FAX (()24.「>) 23-35H7

TEL (08397)2-3373


